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1．車いす

１．操作機能性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）基本操作

1 基本操作が簡
単にできるか

①直進する（前進・後退）
②曲がる（左右への方向転換）
③旋廻することが簡単にできる
か、実際に操作を行って確認す
る。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

　

（２）着脱式部品（アームサポート、フットサポート、バックサポート、車輪、等）の着脱操作

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が部品の着脱操
作、跳ね上げ操作、その他の操作
(ボタンやレバー等の操作箇所、
操作する方向や力加減、手順な
ど)を簡単にできるか、実際に操
作を行って確認する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

2 装着時の固定
性が保たれて
いるか(気にな
るほどのガタ
はないか)

利用者や介護者が着脱可能な部品
について、装着時に完全に固定で
きているか、実際に操作を行って
確認する。

Ａ：固定性が十分に保たれてい
る。
Ｂ：固定性は保たれているが、
ゆれや音が生じる。
Ｃ：固定性が保たれていない。

利 用 者 に 不 快
感 を も た ら す
極 め て つ よ い
ガ タ が あ る 場
合、C評価

（３）折りたたみ式部品（フレーム、バックサポート、フットサポート、等）の折りたたみ操作

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が部品の折りたた
み操作(ボタンやレバー等の操作
箇所、操作する方向や力加減、手
順など)を簡単にできるか、実際
に操作を行って確認する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

2 使用時の固定
性が保たれて
いるか(気にな
るほどのガタ
はないか)

利用者や介護者が折りたたみ可能
な部品について、使用時の固定性
が得られているかを実際に操作を
行って確認する。

Ａ：固定性が十分に保たれてい
る。
Ｂ：固定性は保たれているが、
ゆれや音が生じる。
Ｃ：固定性が保たれていない。

利 用 者 に 不 快
感 を も た ら す
極 め て つ よ い
ガ タ が あ る 場
合、C評価

（４）調整式部品（張り調整、フットサポート、アームサポート、ヘッドサポート、ブレーキ等）の調整操作

1 操作が簡単に
できるか

部品の調整操作(ボタンやレ
バー、ベルト等の操作箇所、操作
する方向や力加減、手順など)が
簡単にできるか、実際に操作を
行って確認する。
利用者や介護者が日常的に調整を
行うことが想定される箇所(アー
ムサポートやヘッドサポートな
ど)で、工具を必要としない箇所
を評価する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

利用者又は介
護者におい
て、まったく
操作できない
場合、C評価

2 調整後の固定
性が保たれて
いるか(気にな
るほどのガタ
はないか)

利用者や介護者が調整可能な部品
について、その調整後（任意の角
度及び位置）に固定性が得られて
いるか実際に操作を行って確認す
る。

Ａ：固定性が十分に保たれてい
る。
Ｂ：固定性は保たれているが、
ゆれや音が生じる。
Ｃ：固定性が保たれていない。

利 用 者 に 不 快
感 を も た ら す
極 め て つ よ い
ガ タ が あ る 場
合、C評価

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（５）ブレーキ操作

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者がパーキングブ
レーキや介助ブレーキをかける・
外す操作(レバーやペダル等の操
作箇所、操作する方向や力加減、
手順など)が簡単にできるか、実
際に操作を行って確認する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

ブ レ ー キ の 取
付 位 置 に よ る
こ と か ら 、 適
切 な 位 置 で 評
価すること。
利 用 者 又 は 介
護 者 の 力 で
は 、 全 く 操 作
で き な い 場 合
は、Ｃ評価

（6）転倒防止装置

1 簡単に操作で
きるか

利用者や介護者が転倒防止装置の
操作(ボタンやレバー等の操作箇
所、操作する方向や力加減、手順
など)が簡単にできるか、実際に
操作を行って確認する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

（7）ティッピングレバー操作

1 キャスター上
げ操作が簡単
にできるか

指定体重に近い人を乗せ、５ｃｍ
の段差乗り越えを介助動作により
行う。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

（8）段差乗り越え操作

1 自力で段差を
乗り越えられ
るか

利用者が２ｃｍの段差乗り越えを
可能かどうか確認する。
他の機種を用いて段差を乗り越え
られる人が当機種に習熟すれば可
能になるかどうかで判定する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

評価項目
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２．安全性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）全般

1 利用者及び介
護者の身体に
触れる箇所が
身体を傷つけ
ないデザイン
になっている
か

利用者および介護者の身体を傷つ
ける危険性がないか、実際に操作
を行って確認する。
※傷つける危険性の範囲を基本的
には「身体」とするものの、「衣
服」を著しく傷める場合も含める
こととする。

Ａ：身体を傷つけることはな
い。
Ｂ：身体に接触することはある
が、傷つける可能性は低い。
Ｃ：身体を傷つける危険性が高
い。

軽 傷 事 故 が か
な り 起 き る 場
合、Ｃ評価
※ 軽 傷 事 故
（ 病 院 に か か
る よ う な 事
故）

2 走行使用時に
利用者及び介
護者が車いす
をターンした
ときにキャス
ターが利用者
の下肢に接触
する危険性は
ないか

利用者の下肢(特に足部)がキャス
ターと干渉しないか、実際に操作
を行って確認する。
※フットサポートを適切な状態に
調整して評価する。

Ａ：接触することはない。
Ｂ：下肢に接触することがある
が、傷つける可能性は低い。
Ｃ：下肢を傷つける危険性が高
い。

軽 傷 事 故 が か
な り 起 き る 場
合、Ｃ評価

3 利用者がハン
ドリム駆動時
に 手 指 を ブ
レーキに接触
する危険性は
ないか

利用者がハンドリムを操作して駆
動する際に、手指とブレーキ部分
が干渉するかどうか、実際に操作
を行って確認する。

Ａ：接触することはない。
Ｂ：手指が接触することがある
が、傷つける可能性は低い。
Ｃ：接触して手指を傷つける危
険性が高い。

軽 傷 事 故 が か
な り 起 き る 場
合、Ｃ評価

4 介 助 走 行 時
に、構造物が
介護者の足を
傷つける危険
性はないか

介護者の下肢(足部/下腿等)や衣服
が構造物と干渉しないか、実際に
操作を行って確認する。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：下肢が接触することがある
が、傷つける可能性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽 傷 事 故 が か
な り 起 き る 場
合、Ｃ評価

5 静止使用時に
利用者が前傾
姿勢をとった
ときに、車い
すが前方に転
倒する危険性
はないか

利用者が足部をフットサポートに
置いた状態で、足部を触るように
体幹を前方に倒した時、車いす後
輪が浮き上がるなどの転倒につな
がる不安定さがあるか、実際に操
作を行って確認する。
※「床のモノを拾う」ような動作
は、本来的にはフットサポートか
ら足を下ろして動作を行うべきで
あるが、現状としてこのような行
為が行われることがあることか
ら、評価項目として掲げる。キャ
スターを直進走行時の後ろ向きに
して、深く腰掛け、足元のモノを
拾う動作をする。

Ａ：転倒することはない。
Ｂ：転倒しないが、ゆれや音が
生じる等の不安定さがある。
Ｃ：転倒する危険性がある。

転 倒 し て 、 軽
傷 事 故 が か な
り 起 き る 場
合、Ｃ評価

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

6 アームサポー
トとフット・
レッグサポー
トを外した状
態での移乗時
に、突起物が
身体(利用者・
介護者)を傷つ
ける危険性は
ないか

アームサポートとフット・レッグ
サポートを外した状態で、ベッド
/車いす間の移乗動作(①立ち介助
および②スライディングボードに
よる移乗)を想定した場合、利用
者や介護者の身体を傷つけること
がないか、実際に操作を行って確
認する。
※傷つける危険性の範囲を基本的
には「身体」とするものの、「衣
服」を著しく傷める場合も含める
こととする。

Ａ：身体を傷つけることはな
い。
Ｂ：身体に接触することはある
が、傷つける可能性は低い。
Ｃ：身体を傷つける危険性が高
い。

軽 傷 事 故 が か
な り 起 き る 場
合、Ｃ評価

7 移 乗 時 に ブ
レーキ（含む
介 護 ブ レ ー
キ ） が 身 体
（利用者･介護
者）を傷つけ
る危険性はな
いか

ベッド/車いす間の移乗動作(①立
ち介助および②スライディング
ボードによる移乗)を想定した場
合、ブレーキが利用者や介護者の
身体を傷つけることがないか、実
際に操作を行って確認する。
※傷つける危険性の範囲を基本的
には「身体」とするものの、「衣
服」を著しく傷める場合も含める
こととする。

Ａ：身体を傷つけることはな
い。
Ｂ：身体に接触することがある
が、傷つける可能性は低い。
Ｃ：身体を傷つける危険性が高
い。

軽 傷 事 故 が か
な り 起 き る 場
合、Ｃ評価

（２）着脱部品の着脱操作

1 操作時に手指
を傷つける危
険性はないか

利用者や介護者が部品の着脱操作
を行う際に、手指を傷つける危険
性がないか、実際に操作を行って
確認する。

Ａ：手指を傷つけることはな
い。
Ｂ：手指に接触することがある
が、傷つける可能性は低い。
Ｃ：手指を傷つけたり挟み込ん
だりする危険性が高い。

軽 傷 事 故 が か
な り 起 き る 場
合、Ｃ評価

（３）折りたたみ操作

1 操作時に手指
を傷つける危
険性はないか

利用者や介護者が部品の折りたた
み操作を行う際に、手指を傷つけ
る危険性がないか、実際に操作を
行って確認する。（全可動範囲で
確認する）

Ａ：手指を傷つけることはな
い。
Ｂ：手指に接触することがある
が、傷つける可能性は低い。
Ｃ：手指を傷つけたり挟み込ん
だりする危険性が高い。

軽 傷 事 故 が か
な り 起 き る 場
合、Ｃ評価

（４）調整操作

1 操作時に手指
を傷つける危
険性はないか

利用者や介護者が部品の調整操作
を行う際に、手指を傷つける危険
性がないか、実際に操作を行って
確認する。（全可動範囲で確認す
る）
利用者あるいは介護者が日常的に
調整を行うことが想定される箇所
(アームサポートやヘッドサポー
トなど)で、工具を必要としない
箇所を評価する。

Ａ：手指を傷つけることはな
い。
Ｂ：手指に接触することがある
が、傷つける可能性は低い。
Ｃ：手指を傷つけたり挟み込ん
だりする危険性が高い。

軽 傷 事 故 が か
な り 起 き る 場
合、Ｃ評価

（５）ブレーキ操作

1 操作時に手指
を傷つける危
険性はないか

利用者や介護者がブレーキ操作を
行う際に、手指を傷つける危険性
がないか、実際に操作を行って確
認する。

Ａ：手指を傷つけることはな
い。
Ｂ：手指が接触することがある
が、傷つける可能性は低い。
Ｃ：手指を傷つける危険性が高
い。

適 切 な 取 付 位
置 で あ る こ と
を確認する。
軽 傷 事 故 が か
な り 起 き る 場
合、Ｃ評価

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（６）転倒防止

1 有効に作用し
ているか

後方転倒を引き起こす状態を設定
し、転倒防止装置が有効に作用す
るか、実際に操作を行って確認す
る。

Ａ：転倒を防止することができ
る。
Ｂ：転倒はしないが、著しいゆ
れや音が生じる等の不安定さが
ある。
Ｃ：装置が作用しない、あるい
は転倒する危険性がある。

３．取説・表示
確認方法 留意点

（１）取扱説明書

1 取扱説明書は
容易に理解で
きるか

①利用者に必要な項目を網羅して
いるか
②その項目が引きやすいか
③図や写真が使用され分かりやす
いか
④視認性が高く、文字サイズは適
当か
⑤表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「取扱説明書」の内容・表現に
ついて、改善の必要性がある場
合は、「指摘事項」を記述する
こと。
また、利用者や介護者に危害が
及ぶような重大な情報で、か
つ、その内容に誤りのあるも
の、あるいは理解することが極
めて困難な場合には、「重大な
指摘事項」として記載するこ
と。

（２）表示

1 表示は容易に
理解できるか

①わかりやすい場所にあるか
②利用者に必要な事項が記載され
ているか
③視認性が高く、文字サイズは適
当か
④表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「製品に対する表示」の内容・
表現について、改善の必要性が
ある場合は、「指摘事項」を記
述すること。
また、利用者や介護者に危害が
及ぶような重大な情報で、か
つ、その内容に誤りのあるも
の、あるいは理解することが極
めて困難な場合には、「重大な
指摘事項」として記載するこ
と。

４．保守・保清性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）保守

1 保守が容易に
できるか

利用者や介護者が保守を容易に行
うことができるか、問題となる箇
所がないか等を、実際に操作を
行って確認する。

Ａ：容易に行うことができる。
Ｂ：保守を行うことはできるが
容易ではない。
Ｃ：保守を行うことができな
い。

（２）保清性

1 保清が容易に
できるか

利用者や介護者が保清を容易に行
うことができるか、問題となる箇
所がないか等を、実際に操作を
行って確認する。

Ａ：容易に行うことができる。
Ｂ：保清を行うことはできるが
容易ではない。
Ｃ：保清を行うことができな
い。

評価項目

評価項目 特記事項

評価項目
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2．電動車いす（標準形・簡易形）

１．操作機能性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）基本操作

1 基本操作が簡
単にできるか

①駆動（前進・後退）
②曲がる（左右への方向転換）
③旋廻
④スピードの調節が簡単にでき
るか、実際に操作を行って確認
する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

（２）クラッチ

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が場所や操作方
法を容易に理解できるか、機構
の形状や重さ、入り切りの方向
は明確か、接触等で不慮に切り
替わる危険性がないか等を確認
する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

（３）充電

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が場所や表示、
操作手順を容易に理解できる
か、電源プラグの着脱や充電状
況の表示等が適切か等を確認す
る。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

（４）操縦コントロールレバー

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が場所や操作手
順を理解できるかを確認する。
装置の位置調整や形状選択が可
能であれば、その調整を行った
後の操作性を見る。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

（５）コントロールボックス

1 （机等への）
接近時の邪魔
に な ら な い
か、もしくは
回避するため
の手段が講じ
られているか

回避するための手段が講じられ
ている場合は、利用者や介護者
が、装置の位置調整や着脱、元
に戻すことが容易か等を確認す
る。

Ａ：対応できる。
Ｂ：対応はできるが、容易で
はない。
Ｃ：全くできない。

2 移乗時の邪魔
に な ら な い
か、もしくは
回避するため
の手段が講じ
られているか

回避するための手段が講じられ
ている場合は、利用者や介護者
が、装置の位置調整や着脱、元
に戻すことが容易か等を確認す
る。

Ａ：対応できる。
Ｂ：対応はできるが、容易で
はない。
Ｃ：全くできない。

（６）スイッチ

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が場所及び操作
方法を簡単に理解できるか、設
置位置は適切かを確認する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

（7）走行操作

1 ピンポイント
（軸を動かさ
ないこと）で
の切り返し操
作が簡単にで
きるか

その場で回転して確認する。 Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（8）走行操作感

1 平地を最大加
速度で急発進
したときに不
安感がないか

操作による体感、及び目視によ
り確認すること。急発進後3～5
ｍ走行し、体幹の安定性、不安
感を確認する。
前方に障害物が無い平坦地で実
施する。
※タイヤの空気圧は安定してい
ること、屋内の平坦地での実施
を前提とする。

Ａ：体幹が安定し、不安感が
ない。
Ｂ：体幹は安定しているが、
不安感がある。または体幹が
不安定になるが、不安感はな
い。
Ｃ：体幹が安定せず、不安感
がある。

操作時の姿勢
に極めて大き
い ズ レ が 生
じ、自力で修
正することが
困難な場合、
Ｃ評価

2 平地を最大減
速度で急停止
したときに不
安感がないか

操作による体感、及び目視によ
り確認すること。最大速度にて3
～5ｍ走行後、急停止したときの
体幹の安定性、不安感を確認す
る。
前方に障害物が無い平坦地で実
施する。
※タイヤの空気圧は安定してい
ること、屋内の平坦地での実施
を前提とする。

Ａ：体幹が安定し、不安感が
ない。
Ｂ：体幹は安定しているが、
不安感がある。または体幹が
不安定になるが、不安感はな
い。
Ｃ：体幹が安定せず、不安感
がある。

操作時の姿勢
に極めて大き
い ズ レ が 生
じ、自力で修
正することが
困難な場合、
Ｃ評価

3 平地を最大速
度で180度旋
回したときに
不安感がない
か

操作による体感、及び目視によ
り確認すること。最大速度にて3
～5ｍ走行後、180度旋回した
ときの体幹の安定性、不安感を
確認する。
左・右回転で確認する。
前方に障害物が無い平坦地で実
施する。
※タイヤの空気圧は安定してい
ること、屋内の平坦地での実施
を前提とする。

Ａ：体幹が安定し、不安感が
ない。
Ｂ：体幹は安定しているが、
不安感がある。または体幹が
不安定になるが、不安感はな
い。
Ｃ：体幹が安定せず、不安感
がある。

操作時の姿勢
に極めて大き
い ズ レ が 生
じ、自力で修
正することが
困難な場合、
Ｃ評価

4 開示された実
用段差を最大
速 度 直 進 で
上ったときに
不安感がない
か

操作による体感、及び目視によ
り確認すること。
離れた位置から最大速度で走行
後、直進で実用段差を上がった
ときの体幹の安定性、不安感を
確認する。
※取説により実用段差の明記が
ある場合のみ評価する.。

Ａ：体幹が安定し、不安感が
ない。
Ｂ：体幹は安定しているが、
不安感がある。または体幹が
不安定になるが、不安感はな
い。
Ｃ：体幹が安定せず、不安感
がある。

5 開示された実
用段差を最大
速度直進で降
りたときに不
安感がないか

操作による体感、及び目視によ
り確認すること。
離れた位置から最大速度で走行
後、直進で実用段差を降りたと
きの体幹の安定性、不安感を確
認する。
段差を降りるとき前方に重心が
移動するため、コントロールレ
バーから腕が落ちないか（ス
イッチが切れないか）も確認す
ること。
※取説により実用段差の明記が
ある場合のみ評価する。

Ａ：体幹が安定し、不安感が
ない。
Ｂ：体幹は安定しているが、
不安感がある。または体幹が
不安定になるが、不安感はな
い。
Ｃ：体幹が安定せず、不安感
がある。

6 走 行 中 に 間
違って電源ス
イッチを切っ
ても不安感は
無いか

平地を最大速度で走行し、電源
を切る。

Ａ：体幹が安定し、不安感が
ない。
Ｂ：不安感が生ずるが、実際
に落下するほどではない。
Ｃ：落下する危険性がある。

 

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（9）着脱式部品（アームサポート、フットサポート、バックサポート、車輪、等）の着脱操作

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が部品の着脱操
作、跳ね上げ操作、その他の操
作(ボタンやレバー等の操作箇
所、操作する方向や力加減、手
順等)を簡単にできるか、実際に
操作を行って確認する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

2 装着時の固定
性が保たれて
いるか(気にな
るほどのガタ
はないか)

利用者や介護者が着脱可能な部
品について、装着時に完全に固
定できているか、実際に操作を
行って確認する。

Ａ：固定性が十分に保たれて
いる。
Ｂ ： 固 定 性 は 保 た れ て い る
が、ゆれや音が生じる。
Ｃ ： 固 定 性 が 保 た れ て い な
い。

利用者に不快
感をもたらす
極めてつよい
ガタがある場
合、C評価

（10）折りたたみ式部品（フレーム、バックサポート、フットサポート、等）の折りたたみ操作

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が部品の折りた
たみ操作(ボタンやレバー等の操
作箇所、操作する方向や力加
減、手順等)を簡単にできるか、
実際に操作を行って確認する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

2 使用時の固定
性が保たれて
いるか(気にな
るほどのガタ
はないか)

利用者や介護者が折りたたみ可
能な部品について、使用時の固
定性が得られているかを実際に
操作を行って確認する。

Ａ：固定性が十分に保たれて
いる。
Ｂ ： 固 定 性 は 保 た れ て い る
が、ゆれや音が生じる。
Ｃ ： 固 定 性 が 保 た れ て い な
い。

利用者に不快
感をもたらす
極めてつよい
ガタがある場
合、C評価

（11）調整式部品（張り調整、フットサポート、アームサポート、ヘッドサポート、ブレーキ等）の調整操作

1 操作が簡単に
できるか

部 品 の 調 整 操 作 ( ボ タ ン や レ
バー、ベルト等の操作箇所、操
作する方向や力加減、手順等)が
簡単にできるか、実際に操作を
行って確認する。
利用者や介護者が日常的に調整
を行うことが想定される箇所
(アームサポートやヘッドサポー
ト等)で、工具を必要としない箇
所を評価する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

2 調整後の固定
性が保たれて
いるか(気にな
るほどのガタ
はないか)

調整可能な部品について、その
調整後（任意の角度及び位置）
に固定性が得られているか実際
に操作を行って確認する。

Ａ：固定性が十分に保たれて
いる。
Ｂ ： 固 定 性 は 保 た れ て い る
が、ゆれや音が生じる。
Ｃ ： 固 定 性 が 保 た れ て い な
い。

利用者に不快
感をもたらす
極めてつよい
ガタがある場
合、C評価

（12）ブレーキ操作

1 操作が簡単に
できるか

パーキングブレーキや介助ブ
レーキをかける・外す操作(レ
バーやペダル等の操作箇所、操
作する方向や力加減、手順等)が
簡単にできるか、実際に操作を
行って確認する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

（13）転倒防止装置

1 簡単に操作で
きるか

転倒防止装置の操作(ボタンやレ
バー等の操作箇所、操作する方
向や力加減、手順等)が簡単にで
きるか、実際に操作を行って確
認する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

評価項目
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２．安全性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）全般

1 利用者及び介
護者の身体に
触れる箇所が
身体を傷つけ
ないデザイン
になっている
か

利用者および介護者の身体を傷
つける危険性がないか、実際に
操作を行って確認する。
※傷つける危険性の範囲を基本
的には「身体」とするものの、
「衣服」を著しく傷める場合も
含めることとする。

Ａ：身体を傷つけることはな
い。
Ｂ：身体に接触することはあ
る が 、 傷 つ け る 可 能 性 は 低
い。
Ｃ：身体を傷つける危険性が
高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価
※ 軽 傷 事 故
（病院にかか
る よ う な 事
故）

2 走行使用時に
利用者が車い
すをターンし
たときにキャ
スターが利用
者の下肢に接
触する危険性
はないか

利用者の下肢(特に足部)がキャス
ターと干渉しないか、実際に操
作を行って確認する。
※フットサポートを適切な状態
に調整して評価する。

Ａ：接触することはない。
Ｂ：下肢に接触することはあ
る が 、 傷 つ け る 可 能 性 は 低
い。
Ｃ：下肢を傷つける危険性が
高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

3 静止使用時に
利用者が前傾
姿勢をとった
ときに、車い
すが前方に転
倒する危険性
はないか

利用者が足部をフットサポート
に置いた状態で、足部を触るよ
うに体幹を前方に倒した時、車
いす後輪が浮き上がる等の転倒
につながる不安定さがあるか、
実際に操作を行って確認する。
※「床のモノを拾う」ような動
作は、本来的にはフットサポー
トから足を下ろして動作を行う
べきであるが、現状としてこの
ような行為が行われることがあ
ることから、評価項目として掲
げる。キャスターを後ろ向きに
して、深く腰掛け、足元のモノ
を拾う動作をする。

Ａ：転倒することはない。
Ｂ：転倒しないが、ゆれや音
が 生 じ る 等 の 不 安 定 さ が あ
る。
Ｃ：転倒する危険性がある。

転倒して、軽
傷事故がかな
り 起 き る 場
合、Ｃ評価

4 アームサポー
トとフット・
レッグサポー
トを外した状
態での移乗時
に、突起物が
身体(利用者・
介護者)を傷つ
ける危険性は
ないか

アームサポートとフット・レッ
グサポートを外した状態で、
ベッド/車いす間の移乗動作(①立
ち介助および②スライディング
ボードによる移乗)を想定した場
合、利用者や介護者の身体を傷
つけることがないか、実際に操
作を行って確認する。
※傷つける危険性の範囲を基本
的には「身体」とするものの、
「衣服」を著しく傷める場合も
含めることとする。

Ａ：身体を傷つけることはな
い。
Ｂ：身体に接触することはあ
る が 、 傷 つ け る 可 能 性 は 低
い。
Ｃ：身体を傷つける危険性が
高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

5 利用者がハン
ドリム駆動時
に 手 指 を ブ
レーキに接触
する危険性は
ないか

利用者がハンドリムを操作して
駆動する際に、手指とブレーキ
部分が干渉するかどうか、実際
に操作を行って確認する。

Ａ：接触することはない。
Ｂ：手指が接触することがあ
る が 、 傷 つ け る 可 能 性 は 低
い。
Ｃ：接触して手指を傷つける
危険性がある。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

6 介 助 走 行 時
に、構造物が
介護者の足を
傷つける危険
性はないか

介護者の下肢(足部/下腿等)が構
造物と干渉しないか、実際に操
作を行って確認する。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：下肢が接触することがあ
る が 、 傷 つ け る 可 能 性 は 低
い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

7 移 乗 時 に ブ
レーキが身体
（利用者･介護
者）を傷つけ
る危険性はな
いか

ベッド/車いす間の移乗動作(①立
ち介助および②スライディング
ボードによる移乗)を想定した場
合、ブレーキが身体を傷つける
ことがないか、実際に操作を
行って確認する。

Ａ：身体を傷つけることはな
い。
Ｂ：身体に接触することがあ
る が 、 傷 つ け る 可 能 性 は 低
い。
Ｃ：身体を傷つける危険性が
高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

（２）着脱部品の着脱操作

1 操作時に手指
を傷つける危
険性はないか

利用者あるいは介護者が部品の
着脱操作を行う際に、手指を傷
つける危険性がないか、実際に
操作を行って確認する。

Ａ：手指を傷つけることはな
い。
Ｂ：手指に接触することがあ
る が 、 傷 つ け る 可 能 性 は 低
い。
Ｃ：手指を傷つけたり挟み込
んだりする危険性が高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

（３）折りたたみ操作

1 操作時に手指
を傷つける危
険性はないか

利用者あるいは介護者が部品の
折りたたみ操作を行う際に、手
指を傷つける危険性がないか、
実際に操作を行って確認する。
（全可動範囲で確認する）

Ａ：手指を傷つけることはな
い。
Ｂ：手指に接触することがあ
る が 、 傷 つ け る 可 能 性 は 低
い。
Ｃ：手指を傷つけたり挟み込
んだりする危険性が高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

（４）調整操作

1 操作時に手指
を傷つける危
険性はないか

利用者あるいは介護者が部品の
調整操作を行う際に、手指を傷
つける危険性がないか、実際に
操作を行って確認する。（全可
動範囲で確認すること）
利用者が日常的に調整を行うこ
とが想定される箇所(アームサ
ポートやヘッドサポート等)で、
工具を必要としない箇所を評価
する。

Ａ：手指を傷つけることはな
い。
Ｂ：手指に接触することがあ
る が 、 傷 つ け る 可 能 性 は 低
い。
Ｃ：手指を傷つけたり挟み込
んだりする危険性が高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

（５）機械式ブレーキ操作

1 操作時に手指
を傷つける危
険性はないか

利用者あるいは介護者が機械式
ブレーキ操作を行う際に、手指
を傷つける危険性がないか、実
際に操作を行って確認する。

Ａ：手指を傷つけることはな
い。
Ｂ：手指に接触することがあ
る が 、 傷 つ け る 可 能 性 は 低
い。
Ｃ：手指を傷つけたり挟み込
んだりする危険性が高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

（６）転倒防止

1 有効に作用し
ているか

後方転倒を引き起こす状態を設
定し、転倒防止装置が有効に作
用するか、実際に操作を行って
確認する。

Ａ：転倒を防止することがで
きる。
Ｂ：転倒はしないが、著しい
ゆれや音が生じる等の不安定
さがある。
Ｃ：装置が作用しない、ある
いは転倒する危険性がある。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

評価項目
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３．取説・表示
確認方法 留意点

（１）取扱説明書

1 取扱説明書は
容易に理解で
きるか

①利用者に必要な項目を網羅し
ているか
②その項目が引きやすいか
③図や写真が使用され分かりや
すいか
④視認性が高く、文字サイズは
適当か
⑤表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「取扱説明書」の内容・表現
について、改善の必要性があ
る場合は、「指摘事項」を記
述すること。
また、利用者や介護者に危害
が及ぶような重大な情報で、
かつ、その内容に誤りのある
もの、あるいは理解すること
が 極 め て 困 難 な 場 合 に は 、
「重大な指摘事項」として記
載すること。

（２）表示

1 表示は容易に
理解できるか

①わかりやすい場所にあるか
②利用者に必要な事項が記載さ
れているか
③視認性が高く、文字サイズは
適当か
④表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「 製 品 に 対 す る 表 示 」 の 内
容・表現について、改善の必
要性がある場合は、「指摘事
項」を記述すること。
また、利用者や介護者に危害
が及ぶような重大な情報で、
かつ、その内容に誤りのある
もの、あるいは理解すること
が 極 め て 困 難 な 場 合 に は 、
「重大な指摘事項」として記
載すること。

４．保守・保清性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）保守

1 保守が容易に
出来るか

取扱説明書に記載された保守項
目を、利用者や介護者が保守を
容易に行うことができるか、問
題となる箇所がないか等を、実
際に操作を行って確認する。

Ａ ： 容 易 に 行 う こ と が で き
る。
Ｂ：保守を行うことはできる
が、容易ではない。
Ｃ：保守を行うことができな
い。

（２）保清性

1 保清が容易に
できるか

取扱説明書に記載された保清項
目を、利用者や介護者が保清の
際に容易に行うことができる
か、問題となる箇所がないか等
を、実際に操作を行って確認す
る。

Ａ ： 容 易 に 行 う こ と が で き
る。
Ｂ：保清を行うことはできる
が、容易ではない。
Ｃ：保清を行うことができな
い。

評価項目

特記事項評価項目
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３．電動車いす(ハンドル形)

１．操作機能性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）基本操作

1 基本操作が簡
単にできるか

①駆動（前進・後退）
②曲がる（左右への方向転換）
③旋廻
④スピードの調節が簡単にでき
るか、実際に操作を行って確認
する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

（２）クラッチ（手押し走行装置）

1 操作が簡単に
できるか

介護者がクラッチの位置や操作
方法が容易に理解できるか、入
り切りの方向は明確か、接触等
で不慮に切り替わる危険性がな
いか等を確認する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

（3）充電

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が場所や表示、
操作手順を容易に理解で きる
か、電源プラグの着脱や充電状
況の表示等が適切か等を確認す
る。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

（4）ハンドル位置調整操作

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が場所や操作方
法を容易に理解できるか、実際
に操作して確認する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

2 固定時の固定
性は保たれて
いるか（気に
なるほどのガ
タはないか）

利用者や介護者が行うハンドル
位置調整操作について、固定性
は保たれているか実際に操作を
行って確認する。
任意の角度及び位置で異常なゆ
れや音等を発しないか確 認す
る。

Ａ：固定性が十分に保たれて
いる。
Ｂ ： 固 定 性 は 保 た れ て い る
が、ゆれや音が生じる。
Ｃ ： 固 定 性 が 保 た れ て い な
い。

利用者に不快
感をもたらす
極めてつよい
ガタがある場
合、C評価

（5）ハンドル操作

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が操作方法を容
易に理解できるか、操作して確
認する。
ハンドル操作とアクセルレバー
を同時に操作できるかを確認す
る。運転操作して前進、後退、
左右への方向転換、旋回 を低
速、高速で確認する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

（6）アクセルレバー操作

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が操作方法を容
易に理解できるか、操作して確
認すること。
スピード調整機能、進行方向の
切り替え機能の有無を確 認す
る。
前進後進の方向は明確になって
いるか、ハンドル操作とアクセ
ルレバーを同時に操作できるか
を確認する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（7）スイッチ・キー操作

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が操作方法を容
易に理解できるか、操作して確
認すること。
キー操作の場所や差込み方向、
キーの形状や操作にかかる力を
確認する。
各スイッチの場所や入り切りの
状態は明確になっているかを確
認する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

（8）シート前後位置調整操作

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が装置の場所や
操作手順を容易に理解で きる
か、操作して確認すること。
機構の形状・適度な力で操作で
きるかを確認する。

※工具を使用するものは対象外
とする。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

2 固定時の固定
性は保たれて
いるか（気に
なるほどのガ
タはないか）

利用者や介護者が行うシート前
後位置調整操作について、固定
性は保たれているか、実際に操
作を行って確認する。
最大可動位と中間可動位で異常
なゆれや音等を発しないか確認
する。

Ａ：固定性が十分に保たれて
いる。
Ｂ ： 固 定 性 は 保 た れ て い る
が、ゆれや音が生じる。
Ｃ ： 固 定 性 が 保 た れ て い な
い。

利用者に不快
感をもたらす
極めてつよい
ガタがある場
合、C評価

（9）シート回転操作

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が操作装置の場
所や手順を容易に理解で きる
か、操作して確認すること。
機構の形状・適度な力で操作で
きるかを確認する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

2 固定時の固定
性は保たれて
いるか（気に
なるほどのガ
タはないか）

利用者や介護者が行うシート回
転操作について、固定性は保た
れているか、実際に操作を行っ
て確認する。
各固定位置で異常なゆれや音等
を発しないか確認する。

Ａ：固定性が十分に保たれて
いる。
Ｂ ： 固 定 性 は 保 た れ て い る
が、ゆれや音が生じる。
Ｃ ： 固 定 性 が 保 た れ て い な
い。

利用者に不快
感をもたらす
極めてつよい
ガタがある場
合、C評価

（10）アームサポート跳ね上げ操作

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が操作装置の場
所や手順を容易に理解で きる
か、操作して確認すること。
機構の形状・適度な力で操作で
きるかを確認する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

2 固定時の固定
性は保たれて
いるか（気に
なるほどのガ
タはないか）

利用者や介護者が行うアームサ
ポート跳ね上げ操作について、
固定性は保たれているか、実際
に操作を行って確認する。
標準位・跳ね上げ位で異常なゆ
れや音等を発しないか確 認す
る。

Ａ：固定性が十分に保たれて
いる。
Ｂ ： 固 定 性 は 保 た れ て い る
が、ゆれや音が生じる。
Ｃ ： 固 定 性 が 保 た れ て い な
い。

利用者に不快
感をもたらす
極めてつよい
ガタがある場
合、C評価

（11）折りたたみ又は分解操作

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が、操作装置の
場所や手順を容易に理解できる
か、操作して確認する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（12）走行操作感

1 平地を最大加
速度で急発進
したときに不
安感がないか

操作による体感、及び目視によ
り確認すること。
急発進後3～5ｍ走行し、体幹の
安定性、不安感を確認する。
屋内の平坦地で実施する。

Ａ：体幹が安定し、不安感が
ない。
Ｂ：体幹は安定しているが、
不安感がある。または体幹が
不安定になるが、不安感はな
い。
Ｃ：体幹が安定せず、不安感
がある。

操作時の姿勢
に極めて大き
い ズ レ が 生
じ、自力で修
正することが
困難な場合、
Ｃ評価

2 平地を最大減
速度で急停止
したときに不
安感がないか

操作による体感、及び目視によ
り確認すること。
最大速度にて3～5ｍ走行後、急
停止したときの体幹の安定性、
不安感を確認する。
屋内の平坦地で実施とする。

Ａ：体幹が安定し、不安感が
ない。
Ｂ：体幹は安定しているが、
不安感がある。または体幹が
不安定になるが、不安感はな
い。
Ｃ：体幹が安定せず、不安感
がある。

操作時の姿勢
に極めて大き
い ズ レ が 生
じ、自力で修
正することが
困難な場合、
Ｃ評価

3 開示された実
用段差を最大
速 度 直 進 で
上ったときに
不安感がない
か

操作による体感、及び目視によ
り確認すること。
離れた位置から最大速度で走行
後、直進で実用段差を上がった
ときの体幹の安定性、不安感を
確認する。
取説により実用段差の明記があ
る場合のみ評価する。

Ａ：体幹が安定し、不安感が
ない。
Ｂ：体幹は安定しているが、
不安感がある。または体幹が
不安定になるが、不安感はな
い。
Ｃ：体幹が安定せず、不安感
がある。

4 開示された実
用段差を最大
速度直進で降
りたときに不
安感がないか

操作による体感、及び目視によ
り確認すること。
離れた位置から最大速度で走行
後、直進で実用段差を降りたと
きの体幹の安定性、不安感を確
認する。
取説により実用段差の明記があ
る場合のみ評価する。

Ａ：体幹が安定し、不安感が
ない。
Ｂ：不安感が生ずるが、実際
に落下するほどではない。
Ｃ：落下する危険性がある。

5 走 行 中 に 間
違って電源ス
イッチを切っ
ても不安感は
無いか

平地を最大速度で走行し、電源
を切る。

Ａ：体幹が安定し、不安感が
ない。
Ｂ：不安感が生ずるが、実際
に落下するほどではない。
Ｃ：落下する危険性がある。

（13）夜間走行

1 夜間に走行す
る場合にも問
題はないか

夜間に走行することを想定し、
他者の視認性、他者からの視認
性、走行操作に問題は無いか、
確認する。

Ａ：視認性・操作性に問題は
ない。
Ｂ：不安感があるが、運転者
が気をつければ対応できる範
囲である。
Ｃ：事故を起こす可能性があ
る。

（14）機械式ブレーキ操作

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が場所や操作方
法を理解し、操作して確 認す
る。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

評価項目
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２．安全性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）全般

1 利用者の身体
に触れる箇所
が身体を傷つ
けないデザイ
ンになってい
るか

利用者の身体を傷つける危険性
がないか、実際に操作を行って
確認する。
※傷つける危険性の範囲を基本
的には「身体」とするものの、
「衣服」を著しく傷める場合も
含めることとする。

Ａ：身体を傷つけることはな
い。
Ｂ：身体に接触することはあ
る が 、 傷 つ け る 可 能 性 は 低
い。
Ｃ：身体を傷つける危険性が
高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価
※ 軽 傷 事 故
（病院にかか
る よ う な 事
故）

2 乗車時に利用
者の身体を傷
つけるような
箇所はないか

乗車時に利用者の身体を傷つけ
る危険性がないか、実際に操作
を行って確認する。

Ａ：身体を傷つけることはな
い。
Ｂ：身体に接触することはあ
る が 、 傷 つ け る 可 能 性 は 低
い。
Ｃ：身体を傷つける危険性が
高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

（２）ハンドル位置調整操作

1 操作時に手指
を傷つける危
険性はないか

全可動範囲にわたってハンドル
位置調整操作を行う際に、手指
を傷つける危険性がないか、実
際に操作を行って確認する。

Ａ：手指を傷つけることはな
い。
Ｂ：手指に接触することがあ
る が 、 傷 つ け る 可 能 性 は 低
い。
Ｃ：手指を傷つけたり挟み込
んだりする危険性が高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

（3）シート前後位置調整操作

1 操作時に手指
を傷つける危
険性はないか

全可動範囲にわたってシート前
後位置調整操作を行う際に、手
指を傷つける危険性がないか、
実際に操作を行って確認する。

Ａ：手指を傷つけることはな
い。
Ｂ：手指に接触することがあ
る が 、 傷 つ け る 可 能 性 は 低
い。
Ｃ：手指を傷つけたり挟み込
んだりする危険性が高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

（4）シート回転操作

1 操作時に手指
を傷つける危
険性はないか

全可動範囲にわたってシート回
転操作を行う際に、利用者の手
指を傷つける危険性がないか、
実際に操作を行って確認する。

Ａ：手指を傷つけることはな
い。
Ｂ：手指に接触することがあ
る が 、 傷 つ け る 可 能 性 は 低
い。
Ｃ：手指を傷つけたり挟み込
んだりする危険性が高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

（5）アームサポート跳ね上げ操作

1 操作時に手指
を傷つける危
険性はないか

全可動範囲にわたってアームサ
ポート跳ね上げ操作を行 う際
に、利用者の手指を傷つける危
険性がないか、実際に操 作を
行って確認する。

Ａ：手指を傷つけることはな
い。
Ｂ：手指に接触することがあ
る が 、 傷 つ け る 可 能 性 は 低
い。
Ｃ：手指を傷つけたり挟み込
んだりする危険性が高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

（6）折りたたみ操作

1 操作時に手指
を傷つける危
険性はないか

全可動範囲にわたって、折りた
たみ又は分解操作を行う際に、
手指を傷つける危険性が ない
か、実際に操作を行って確認す
る。

Ａ：手指を傷つけることはな
い。
Ｂ：手指に接触することがあ
る が 、 傷 つ け る 可 能 性 は 低
い。
Ｃ：手指を傷つけたり挟み込
んだりする危険性が高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（7）着脱式部品の着脱操作

1 操作時に手指
を傷つける危
険性はないか

利用者や介護者が部品の着脱操
作を行う際に、手指を傷つける
危険性がないか、実際に操作を
行って確認する。

Ａ：手指を傷つけることはな
い。
Ｂ：手指に接触することがあ
る が、 傷 つけ る 可 能 性 は低
い。
Ｃ：手指を傷つけたり挟み込
んだりする危険性が高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

（８）機械式ブレーキ操作

1 操作時に手指
を傷つける危
険性はないか

利用者や介護者が機械式ブレー
キ操作を行う際に、手指を傷つ
ける危険性がないか、実際に操
作を行って確認する。

Ａ：手指を傷つけることはな
い。
Ｂ：手指に接触することがあ
る が、 傷 つけ る 可 能 性 は低
い。
Ｃ：手指を傷つけたり挟み込
んだりする危険性が高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

３．取説・表示
確認方法 留意点

（１）取扱説明書

1 取扱説明書は
容易に理解で
きるか

①わかりやすい場所にあるか
②利用者に必要な事項が記載さ
れているか
③視認性が高く、文字サイズは
適当か
④表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「取扱説明書」の内容・表現
について、改善の必要性があ
る場合は、「指摘事項」を記
述すること。
また、利用者や介護者に危害
が及ぶような重大な情報で、
かつ、その内容に誤りのある
もの、あるいは理解すること
が 極め て 困難 な 場 合 に は、
「重大な指摘事項」として記
載すること。

（２）表示

1 表示は容易に
理解できるか

①わかりやすい場所にあるか
②利用者に必要な事項が記載さ
れているか
③視認性が高く、文字サイズは
適当か
④表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「 製品 に 対す る 表 示 」 の内
容・表現について、改善の必
要性がある場合は、「指摘事
項」を記述すること。
また、利用者や介護者に危害
が及ぶような重大な情報で、
かつ、その内容に誤りのある
もの、あるいは理解すること
が 極め て 困難 な 場 合 に は、
「重大な指摘事項」として記
載すること。

４．保守・保清性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）保守

1 保守が容易に
できるか

取扱説明書に記載された保守項
目を、利用者や介護者が保守を
容易に行うことができるか、問
題となる箇所がないか等を、実
際に操作を行って確認する。

Ａ ：容 易 に行 う こ と が でき
る。
Ｂ：保守を行うことはできる
が容易ではない。
Ｃ：保守を行うことができな
い。

（２）保清性

1 保清が容易に
できるか

取扱説明書に記載された保清項
目を、利用者や介護者が保清の
際に容易に行うことがで きる
か、問題となる箇所がないか等
を、実際に操作を行って確認す
る。

Ａ ：容 易 に行 う こ と が でき
る。
Ｂ：保清を行うことはできる
が容易ではない。
Ｃ：保清を行うことができな
い。

評価項目

評価項目

評価項目 特記事項
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４．特殊寝台

１．操作機能性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）スイッチ・格納・柵

1 見やすいか 目視により確認する。 Ａ：スイッチの意味が文字ない
しは図形により間違いなく確認
できる。
Ｂ：よく見れば確認できる。
Ｃ：誤認による事故の可能性が
ある。

2 操作しやすい
か

操作により確認する。
操作者は介助者の場合と利用者の
場合と両方で確認する。姿勢は立
位と臥位を想定する。
片手にスイッチを持ってその手で
スイッチ操作する。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

3 柵等に固定し
たときに操作
しやすいか

３機能の操作、特に背上げ操作を
行って確認する。
本人を想定して、柵の内側にス
イッチを固定して臥位で片手で操
作してみる。

Ａ：簡単に操作できる。
Ｂ：操作できるが簡単ではな
い。
Ｃ：操作できない。

4 格納しやすい
か

取説に格納場所が記述されていれ
ばその場所に格納しやすいか、操
作して確認する。
記述がない場合には、一般的な格
納場所としてベッド柵を想定し、
柵にかけやすく、ベッドが水平な
位置で勝手にはずれないか、ま
た、はずそうとしたときにはずし
やすいか確認する。

Ａ：片手で容易にかけたりはず
したりできる。
Ｂ：容易ではないが、片手でで
きる。
Ｃ：格納できない。

（２）柵の取り外し、取り付け

1 操作が簡単に
できるか

介護者が行うことを想定し、柵の
取り外しや取り付けについて、操
作が簡単にできるか、実際に操作
して確認する。

Ａ：簡単にできる
Ｂ：操作はできるが、簡単では
ない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、
「柵の取り外
しや取り付け
の操作が手間
取らず容易に
できること」

（３）電動機能（背上げ、足上げ、昇降機能）

1 膝関節位置と
股関節位置に
ズレが生じな
いか

背上げ座位をとった際に、膝関節
と股関節の位置が適合している
か、実際に操作して確認する。
具体的には、以下の手順で行う。
①基本位置に仰臥位で寝る。（基
本位置はメーカーが指定している
ときは指定位置。指定していない
時には、別に定める基準を参照。
以下同様。）
②膝関節を最大角度まで上げる
（背・膝連動タイプのベッドや単
独で操作ができないベッドは除
く）。
③背を40度まで上げる（背・膝連
動タイプのベッドは膝を連動させ
て背を40度まで上げる。）

Ａ：かかとがマットレスについ
ている。
Ｂ：かかとが若干浮くが、身体
に大きなズレは生じない。
Ｃ：かかとが大きく浮き上が
り、身体に大きなズレが生じ
る。

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

2 ベ ッ ド 後 方
（足側）へ身
体がずれるこ
とはないか

背上げ・背下げ動作を行い、体が
大きくずれないか、実際に操作し
て確認する。
具体的には、以下の手順で行う。
①基本位置に仰臥位で寝て、ヘッ
ドボードから頭頂までの距離を計
測する（初期値）。
②膝を最大まで上げる（背・膝連
動タイプのベッドや単独で操作が
できないベッドは除く）。
③背を40度まで上げる（背・膝連
動タイプのベッドは膝を連動させ
て背を40度まで上げる）。
④この状態で30秒静止する。
⑤背を平らになるまで下げる。
⑥膝を平らになるまで下げる。
⑦ヘッドボードから頭頂までの距
離を計測する（計測値）。
⑧②～⑦を再度繰り返す。
上記の動作を2回繰り返し、ヘッ
ドボードと頭頂のズレを計測する
（繰り返し後、計測値－初期値＝
評価値）。

A：２ｃｍ未満のずれである。
B：２～５ｃｍ未満のずれであ
る。
C：５ｃｍ以上のずれである。

3 腹部の圧迫感
がないか

背上げ動作時における、腹部の圧
迫感について、実際に操作して確
認する。
具体的には､以下の手順で行う。
①基本位置に仰臥位で寝る。
②膝を最大まで上げる（背・膝連
動タイプのベッドや単独で操作が
できないベッドは除く）。
③背を40度まで上げる（背・膝連
動タイプのベッドは膝を連動させ
て背を40度まで上げる）。

A：ほとんど気にならない。
B：多少の圧迫感はあるが、不
快とは言えない。
C：極めて強い圧迫感がある。

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（４）その他
1 側方から介助

者はベッドに
十分近づける
か

基本位置に仰臥位で寝かせ、介助
者が介助者向きの寝返り介助をし
てみて、下腿部や大腿部がマット
レス以外の構造物にぶつかりやす
いか、確認する。
ベッド高さは介助者の身長に応じ
て適宜調節する。

Ａ：問題なく介助ができる。
Ｂ：介助者の下肢がベッド構造
物に接触するが、特に問題にな
らない。
Ｃ：介助者の下肢がベッド構造
物にぶつかり、介助作業がきわ
めてしにくい。

2 移乗を妨げる
構造ではない
か

基本位置に仰臥位で寝かせ、介助
動作で端座位にし、車いすへの移
乗介助動作を行なう。移乗は、
①立位による介助移乗（一般的な
方法）
②スライディングボードによる移
乗（介助者立位による）
とする。
車いすの位置は足方向とする。
これらの介助動作の中で、移乗を
妨げる構造になっていないか、確
認評価する。

Ａ：利用者や介助者の身体が
ベッド構造物にぶつかることは
なく、問題なく作業が行える。
Ｂ：利用者や介助者の身体が
ベッド構造物に接触するが、危
険ではなく、作業が行える。
Ｃ：利用者や介助者の身体が
ベッド構造物に接触し、危険で
あったり、作業がきわめてしに
くい。

3 足下にマット
レス止めを備
えているか

基本位置に仰臥位で寝かせ、足上
げをした後に背を上げるという動
作を繰り返して、一杯まで背を上
げる。この後、背を平らにし、こ
れらの過程でマットレスのズレを
確認する。

Ａ：マットレス止めが固定さ
れ、マットレスが滑り止めを越
えていない。
Ｂ：マットレス止めの固定がは
ずれたり、マットレスが滑り止
めを越えてしまうが、決して落
下しない。
Ｃ：マットレスがフットボード
を越えてしまい、場合によって
は落下の危険がある。

4 横方向のマッ
トレス止めを
有するベッド
では、滑り止
めが機能する
か

基本位置に仰臥位で寝かせ、車い
すからベッドへのスライディング
ボードを利用した介助移乗を行っ
て、マットレスのズレを確認す
る。

※マットレス止めを有しない機種
は対象外とする。

Ａ：マットレスがマットレス止
めによって止まっている。
Ｂ：マットレス止めの固定が不
十分になり、マットレスがズレ
てしまうが、落下することはな
い。
Ｃ：マットレスや人が落下しそ
うなほどズレる。

評価項目
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２．安全性
確認方法 判定の目安 解釈基準 判定 特記事項

（１）挟み込み防止

1 昇降時、ベッ
ドと床との間
で挟み込みが
起きないか

①端座位になって、足を引き込ん
で昇降動作をする。
②介助者が立位になり、足を差し
込んで昇降動作をする。

Ａ：ベッドの構造物による挟み
込み等はおきない。
Ｂ：ベッドの構造物が身体に接
触することはあるが、傷つける
可能性は低い。
Ｃ：ベッドの構造物による挟み
込みで身体を傷つける可能性が
高い。

軽 傷 事 故 が か
な り の 頻 度 で
起 き る 場 合 、
Ｃ評価
※ 軽 傷 事 故
（ 病 院 に か か
る よ う な 事
故）

（２）その他

1 周辺部に突起
物等がないか

目視及び触感により確認する。 Ａ：危険を及ぼす突起物はな
い。
Ｂ：突起物はあるが，人体に危
険を及ぼすとは考えにくい。
Ｃ：危険な突起物がある。

軽 傷 事 故 が か
な り の 頻 度 で
起 き る 場 合 、
Ｃ評価

３．取説・表示
確認方法 判定の目安

（１）取扱説明書

1 取扱説明書は
容易に理解で
きるか

①利用者に必要な項目を網羅して
いるか
②その項目が引きやすいか
③図や写真が使用され分かりやす
いか
④視認性が高く、文字サイズは適
当か
⑤表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「取扱説明書」の内容・表現に
ついて、改善の必要性がある場
合は、「指摘事項」を記述する
こと。
また、利用者や介護者に危害が
及ぶような重大な情報で、か
つ、その内容に誤りのあるも
の、あるいは理解することが極
めて困難な場合には、「重大な
指摘事項」として記載するこ
と。

（２）表示

1 表示は容易に
理解できるか

①わかりやすい場所にあるか
②利用者に必要な事項が記載され
ているか
③視認性が高く、文字サイズは適
当か
④表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「製品に対する表示」の内容・
表現について、改善の必要性が
ある場合は、「指摘事項」を記
述すること。
また、利用者や介護者に危害が
及ぶような重大な情報で、か
つ、その内容に誤りのあるも
の、あるいは理解することが極
めて困難な場合には、「重大な
指摘事項」として記載するこ
と。

４．保守・保清性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）保守

1 保守が容易に
できるか

利用者や介護者が保守の際に容易
に行うことができるか、問題とな
る箇所がないか等を、実際に操作
を行って確認する。

Ａ：容易に行うことができる。
Ｂ：保守を行うことはできるが
容易ではない。
Ｃ：保守を行うことができな
い。

（２）保清性

1 保清が容易に
できるか

利用者や介護者が保清の際に容易
に行うことができるか、問題とな
る箇所がないか等を、実際に操作
を行って確認する。

Ａ：容易に行うことができる。
Ｂ：保清を行うことはできるが
容易ではない。
Ｃ：保清を行うことができな
い。

評価項目

評価項目

評価項目 特記事項
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５．車いす用可搬形スロープ

１．操作機能性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）設置・撤去

1 設置及び撤去
が簡単にでき
るか

介護者が行うことを想定し、実際
に設置や撤去が、簡単にできるか
確認する。
裏表や上端下端の理解のしやす
さ、折りたたみや伸び縮みするタ
イプのものは、そのしやすさまで
確認する。
また、組み立てるタイプについて
は、組み立て、解体のしやすさも
確認する。

※設置及び撤去の方法は、取説に
記載されている手順による。

Ａ：作業が簡単にできる。
Ｂ：作業できるが、簡単ではな
い。
Ｃ：作業できない。

簡単とは、｢使
用する際の設置
や片付ける際の
撤去が手間取ら
ず容易にできる
こと｣を示す。

2 移動（持ち運
び）が簡単に
できるか

介護者が行うことを想定し、持ち
運びが簡単にできるか確認する。

※但し、取説に利用者が持ち運ぶ
ことを禁止しているものは対象外
とする。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：持ち運べるが、簡単ではな
い。
Ｃ：持ち運べない。

簡単とは、｢把
手等があり持ち
運びが容易にで
きること｣ を示
す。

（２）使用時の設置状況

1 使用時の設置
状況(気になる
ほどのガタは
ないか)

歩行と車いす介助による昇降の両
方で確認することとし、スロープ
を設置した状態で、実際に操作を
行って確認する。
使用時のガタツキ、たわみ、利用
者の不安感を確認する。

※使用する車いすは、標準的な自
操用車いすとし、利用者が搭乗し
た介助による昇降とする。
但し、取説に適合する車いすが限
定されている場合には、それに従
うことこととする。（以下同様）

Ａ：設置が十分に保たれてい
る。
Ｂ：設置は保たれているが、ゆ
れや不安を感じる。
Ｃ：設置が保たれていない。

利用者に不快感
をもたらす極め
てつよいガタが
ある場合、C評
価

2 用具にズレが
生じないか

車いす介助による昇降を数回程度
行い、スロープに大きなズレが生
じないか、実際に操作を行って確
認する。

Ａ：全くズレない。
Ｂ：多少ズレるが、落ちること
はない
Ｃ：大きくズレて落下する危険
性がある。

　

（３）側壁

1 車いすのキャ
スタが側壁に
あたり、操作
しづらくなる
ことはないか

車いす介助を想定し、昇降途中に
キャスタの向きを反転させること
を数回行い、キャスタが側壁にあ
たり操作しづらくなることはない
か、実際に昇降操作して確認す
る。

※スロープの設置幅については、
取説に記述される範囲とする。但
し、取説に記述がない場合には、
評価時に使用している車いすにお
いて、最も適切な位置を評価チー
ムにより判断する。

※レール形のみ評価対象とする。

Ａ：側壁にあたらない。
Ｂ：側壁にあたるが車いすの操
作には影響ない。
Ｃ：側壁にあたり車いすの操作
が不能となる。

2 車いすの大車
輪とハンドリ
ムの隙間に側
壁 が 入 り 込
み、操作しづ
らくなること
はないか

大車輪とハンドリムの隙間に側壁
が入り込み、操作がしにくくなる
ことはないか、実際に昇降操作し
て確認する。

Ａ：大車輪とハンドリムの隙間
に側壁が入ることはない。
Ｂ：大車輪とハンドリムの隙間
に側壁が入ることはあるが、車
いすの操作には影響ない。
Ｃ：大車輪とハンドリムの隙間
に側壁が入り込み、車いすの操
作が不能となる。

評価項目
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２．安全性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）全般

1 設置及び撤去
時に身体を傷
つけるデザイ
ンとなってい
ないか

介護者が行うことを想定し、実際
に設置したり、撤去したりして傷
つける危険性がないか確認する。
折りたたみや伸び縮みするタイプ
のものは、その操作を実際に行い
危険性がないか確認する。
また、組み立てるタイプについて
は、組み立てや解体時に危険性が
ないかも確認する。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

起こりうる事故
として、手指や
足の挟み込みな
どがあげられる
ことから、その
あたりを傷つけ
る危険性につい
て確認する

軽傷事故がかな
り起きる場合、
Ｃ評価

※軽傷事故（病
院受診が必要な
程度の事故）

2 車いすのキャ
スタが側壁を
乗り上げ、落
下する危険性
はないか

車いす介助を想定し、昇降途中に
キャスタの向きを反転させること
を数回行い、キャスタが側壁を乗
り上げ落下する危険性がないか、
実際に昇降操作して確認する。

※本評価項目は、落下する危険性
があるため、関係者間において回
りを取り囲むなど十分に注意して
評価する。

Ａ：落下する危険性はない。
Ｂ：落下する危険性は低い。
Ｃ：落下する危険性が高い。

　

3 車いすの大車
輪とハンドリ
ムの隙間に側
壁 が 入 り 込
み、落下する
危険性はない
か

車いす介助を想定し、車いすの大
車輪とハンドリムの隙間に側壁が
入り込み、操作不能となったり、
車いすやスロープがズレて落下す
るなどの危険性はないか、実際に
昇降操作して確認する。

※本評価項目は、落下する危険性
があるため、関係者間において回
りを取り囲むなど十分に注意して
評価する。

Ａ：落下する危険性はない。
Ｂ：落下する危険性は低い。
Ｃ：落下する危険性が高い。

　

評価項目
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３．取説・表示
確認方法 留意点

（１）取扱説明書

1 取扱説明書は
容易に理解で
きるか

①利用者に必要な項目を網羅して
いるか
②その項目が引きやすいか
③図や写真が使用され分かりやす
いか
④視認性が高く、文字サイズは適
当か
⑤表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「取扱説明書」の内容・表現に
ついて、改善の必要性がある場
合は、「指摘事項」を記述する
こと。
また、利用者や介護者に危害が
及ぶような重大な情報で、か
つ、その内容に誤りのあるも
の、あるいは理解することが極
めて困難な場合には、「重大な
指摘事項」として記載するこ
と。

（２）表示

1 表示は容易に
理解できるか

①わかりやすい場所にあるか
②利用者に必要な事項が記載され
ているか
③視認性が高く、文字サイズは適
当か
④表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「製品に対する表示」の内容・
表現について、改善の必要性が
ある場合は、「指摘事項」を記
述すること。
また、利用者や介護者に危害が
及ぶような重大な情報で、か
つ、その内容に誤りのあるも
の、あるいは理解することが極
めて困難な場合には、「重大な
指摘事項」として記載するこ
と。

４．保守・保清性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（1）保清性

1 保清が容易に
できるか

利用者や介護者が保清を容易に行
うことができるか、問題となる箇
所がないか等を、実際に操作を
行って確認する。

Ａ：容易に行うことができる。
Ｂ：保清を行うことはできるが
容易ではない。
Ｃ：保清を行うことができな
い。

評価項目

特記事項評価項目
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６．入浴台

１．操作機能性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）設置・撤去

1 設置（固定）
及び撤去（解
除）が簡単に
できるか

介護者が行うことを想定し、実
際に設置や撤去が、簡単にでき
るか確認する。
浴槽等に固定設置するものにつ
いては、その操作が簡単にでき
るか確認する。
なお、設置には、座面の水平を
保つために行うロックナット等
による脚の高さ調整を、含める
こととする。

※設置及び撤去の方法は、取説
に記載されている手順による。
※取説に介護者が設置や取り外
すことを禁止しているものは対
象外とする。

Ａ：作業が簡単にできる。
Ｂ：作業できるが簡単ではな
い。
Ｃ：作業できない。

簡単とは、｢使
用する際の設置
や片付ける際の
撤去が手間取ら
ず容易にできる
こと｣を示す。

（２）高さ調整

1 操作が簡単に
できるか

介護者が行うことを想定し、高
さ調整操作が簡単にできるか、
実際に操作して確認する。
但し、座面の水平を保つために
行うロックナット等による脚の
高さ調整は、この評価に含めな
い。

※高さ調整の方法は、取説に記
載されている手順による。
※高さ調整機能がないものは、
評価対象外とする。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単で
はない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢高
さ調整が手間取
らず容易にでき
る こ と ｣ を 示
す。

（３）折りたたみ操作

1 操作が簡単に
できるか

介護者が行うことを想定し、折
りたたみ操作が簡単にで きる
か、実際に操作して確認する。

※折りたたみ操作は、取説に記
載されている手順による。
※折りたたみ機能がない もの
は、評価対象外とする。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単で
はない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢折
りたたみ操作が
手間取らず容易
にできること｣
を示す。

評価項目
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確認方法 留意点

（４）使用時の固定性

1 用具の固定性
が保たれてい
るか(気になる
ほどのガタは
ないか)

利用者と介護者による入浴の場
面を想定し、入浴台が完全に固
定されているか、実際に動作を
行って確認する。
使用時のガタツキ、たわみ、利
用者の不安感を確認する。

※脚下駄のある移乗台について
は、脚の固定性についても評価
する。
※場面は、自立移乗と介護移乗
の両方を想定する。（以 下同
様）
※取説に、取り付け可能な浴槽
のサイズが明記されている場合
にはそれに従い、明記されてい
ない場合は、展示場等にある標
準的な浴槽を想定する。（以下
同様）
※動作は、利用者が座面に腰掛
け、体を横へ動かし、浴槽をま
たぐまでのシミュレーション
※バスボード及び固定しない移
乗台は評価対象外とする。

Ａ：固定性が十分に保たれて
いる。
Ｂ ： 固 定 性 は 保 た れ て い る
が、ゆれや不安を感じる。
Ｃ ： 固 定 性 が 保 た れ て い な
い。

利用者に不快感
をもたらす極め
てつよいガタが
ある場合、C評
価

（５）座面の形状、機構

1 入浴及び入浴
介助動作が容
易にできるか

利用者と介護者による入浴の場
面を想定し、座面の形状やデザ
イン、機構などに問題ないか、
実際に動作を行って確認する。
過度に滑りやすくないかも確認
する。（なお、本評価では天板
に 水 を ま い た 状 態 で 評 価 す
る。）
また、握りのあるタイプは、そ
の握りやすさと視認性も評価す
る。

Ａ：動作が容易にできる。
Ｂ：動作はできるが、容易に
とはいえない。
Ｃ：動作ができない。

評価項目 特記事項
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２．安全性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）全般

1 利用者及び介
護者の身体に
触 れ る 箇 所
が、傷つける
デ ザ イ ン に
なっていない
か

利用者および介護者の身体を傷
つける危険性がないか、入浴及
び入浴介助動作を実際に行い、
目視及び触感によって確 認す
る。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

起こりうる事故
として、隙間に
手指、臀部の挟
み込みがあげら
れることから、
そのあたりを傷
つける危険性が
な い か 確 認 す
る。（以下同様）

軽傷事故がかな
り起きる場合、
Ｃ評価
※軽傷事故（病
院受診が必要な
程度の事故）

2 設置（固定）
及び撤去（解
除）時に身体
を傷つけるデ
ザインとなっ
ていないか

介護者が行うことを想定し、実
際に設置したり、撤去したりし
て傷つける危険性がないか確認
する。

※浴槽等に固定設置するものに
ついては、その操作時の安全性
も確認する。
※取説に沿って、作業を行うこ
ととするが、介護者が設置や取
り外すことを禁止しているもの
は対象外とする（以下同様）

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽傷事故がかな
り起きる場合、
Ｃ評価

3 高さ調整時や
折りたたみ時
に身体を傷つ
けるデザイン
になっていな
いか

介護者が行うことを想定し、実
際に高さ調整をしたり、折りた
たみ操作を行い、傷つける危険
性がないか確認する。

※取説に沿って、調整を行うこ
ととする。
※高さ調整等機能がない もの
は、評価対象外とする。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽傷事故がかな
り起きる場合、
Ｃ評価

4 入浴や入浴介
助動作時に転
倒する危険性
はないか

利用者と介護者による入浴の場
面を想定し、座面の形状やデザ
イン、機構などの問題から、実
際に動作を行って転倒する危険
性がないか確認する。
前方に滑り落ちる危険性はない
か確認すること。

Ａ：転倒することはない。
Ｂ：転倒することはすくない
が、ゆれや不安が生じる等不
安定さがある。
Ｃ：転倒する危険性が極めて
高い。

評価項目
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３．取説・表示
確認方法 留意点

（１）取扱説明書

1 取扱説明書は
容易に理解で
きるか

①利用者に必要な項目を網羅し
ているか
②その項目が引きやすいか
③図や写真が使用され分かりや
すいか
④視認性が高く、文字サイズは
適当か
⑤表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「取扱説明書」の内容・表現
について、改善の必要性があ
る場合は、「指摘事項」を記
述すること。
また、利用者や介護者に危害
が及ぶような重大な情報で、
かつ、その内容に誤りのある
もの、あるいは理解すること
が 極 め て 困 難 な 場 合 に は 、
「重大な指摘事項」として記
載すること。

（２）表示

1 表示は容易に
理解できるか

①わかりやすい場所にあるか
②利用者に必要な事項が記載さ
れているか
③視認性が高く、文字サイズは
適当か
④表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「 製 品 に 対 す る 表 示 」 の 内
容・表現について、改善の必
要性がある場合は、「指摘事
項」を記述すること。
また、利用者や介護者に危害
が及ぶような重大な情報で、
かつ、その内容に誤りのある
もの、あるいは理解すること
が 極 め て 困 難 な 場 合 に は 、
「重大な指摘事項」として記
載すること。

４．保守・保清性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）保守

1 保守が容易に
できるか

利用者や介護者が保守を容易に
行うことができるか、問題とな
る箇所がないか等を、実際に操
作を行って確認する。

Ａ ： 容 易 に 行 う こ と が で き
る。
Ｂ：保守を行うことはできる
が容易ではない。
Ｃ：保守を行うことができな
い。

保守とは、｢ス
ト ッ パ ー や グ
リップ（握り）
に 緩 み は な い
か、調整は容易
かなど、利用者
が日常的に行う
保守｣を示す。

（２）保清性

1 保清が容易に
できるか

介護者が保清を容易に行うこと
ができるか、問題となる箇所が
ないか等を、実際に操作を行っ
て確認する。

Ａ ： 容 易 に 行 う こ と が で き
る。
Ｂ：保清を行うことはできる
が容易ではない。
Ｃ：保清を行うことができな
い。

保清とは、｢洗
浄や拭き取り、
乾燥など、利用
者が日常的に行
う 保 清 ｣ を 示
す。

評価項目

特記事項評価項目
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７．浴室用すのこ及び浴槽用すのこ

一体型 分離型

１．操作機能性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）設置・撤去

1 設置（固定）
及び撤去（解
除）が簡単に
できるか

介護者が行うことを想定し、実
際に設置や撤去が、簡単にでき
るか確認する。
なお、設置には、座面の水平を
保つために行うロックナット等
による脚の高さ調整を、含める
こととする。

※浴槽等に固定設置するものに
ついては、その操作が簡単にで
きるかも確認する。
※設置及び撤去は、湯がない状
態で行うこと。

Ａ：作業が簡単にできる。
Ｂ：作業できるが簡単ではな
い。
Ｃ：作業できない。

簡単とは、｢ 使
用する際の設置
や片付ける際の
撤去が手間取ら
ず容易にできる
こと｣を示す。

（２）使用時の設置状況

1 使用時の設置
状況(気になる
ほどのガタは
ないか)

すのこを据え置いた状態で、中
央や四隅などを足で数回踏み込
むなどして確認する。
使用時のガタツキ、たわみ、利
用者の不安感を確認する。

Ａ：設置が十分に保たれてい
る。
Ｂ：設置は保たれているが、
ゆれや不安を感じる。
Ｃ：設置が保たれていない。

利用者に不快感
をもたらす極め
てつよいガタが
ある場合、C評
価

2 用具にズレが
生じないか

中央や四隅などを足で数回踏み
込むなどして、用具に大きなズ
レが生じないか確認する。

※浴槽内すのこについては、湯
を張った状態で評価する。

Ａ：全くズレない。
Ｂ：多少ズレるが、外れるほ
どてない。
Ｃ：大きくズレて落下する危
険性がある。

　

（３）天板の形状

1 滑りにくい形
状となってい
るか

天板の形状やデザインなどに問
題ないか、目視及び触感により
確認する。
評価は、①天板に水をまいた状
態と、②水をまいて一旦すのこ
を直角にし戻した状態の２通り
で行うこと。

※固形石けんや液体石けんなど
が付着していることは想定せ
ず、あくまで目視及び触感によ
り、滑りにくい形状になってい
るかを評価とする。

Ａ：滑らない。
Ｂ：多少は滑るが、使用上に
問題ない。
Ｃ：滑りやすく、不安感が生
じる。

評価項目
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２．安全性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）全般

1 利用者及び介
護者の身体に
触 れ る 箇 所
が、傷つける
デ ザ イ ン に
なっていない
か

利用者および介護者の身体を傷
つける危険性がないか、目視及
び触感によって確認する。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

起こりうる事故
として、隙間に
手指、臀部の挟
み込みがあげら
れることから、
そのあたりを傷
つける危険性が
な い か 確 認 す
る。（以下同様）

軽傷事故がかな
り起きる場合、
Ｃ評価

※軽傷事故（病
院受診が必要な
程度の事故）

2 設置（固定）
及び撤去（解
除）時に身体
を傷つけるデ
ザインとにっ
ていないか

介護者が行うことを想定し、実
際に設置したり、撤去したりし
て傷つける危険性がないか確認
する。

※浴槽等に固定設置するものに
ついては、その操作時の安全性
も確認する。
※天板が取り外せるものについ
ては、その操作時の安全性も確
認する。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽傷事故がかな
り起きる場合、
Ｃ評価

3 高さ調整時に
身体を傷つけ
ないデザイン
になっている
か

介護者が行うことを想定し、実
際に高さ調節操作を行い、傷つ
ける危険性がないか確認する。

※取説に沿って、高さ調整を行
うこととする。
※高さ調節機能がないものは、
評価対象外とする。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける可能性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽傷事故がかな
り起きる場合、
Ｃ評価

4 入浴及び入浴
介助動作時に
転倒する危険
性はないか

天板の形状やデザイン、ガタツ
キ、たわみなどから使用時に転
倒する危険性はないか確認す
る。

※浴槽内すのこについては、湯
を張った状態で評価する。

Ａ：転倒することはない。
Ｂ：転倒することはすくない
が、ゆれや不安が生じる等不
安定さがある。
Ｃ：転倒する危険性が極めて
高い。

評価項目
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３．取説・表示
確認方法 留意点

（１）取扱説明書

1 取扱説明書は
容易に理解で
きるか

①利用者に必要な項目を網羅し
ているか
②その項目が引きやすいか
③図や写真が使用され分かりや
すいか
④視認性が高く、文字サイズは
適当か
⑤表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「取扱説明書」の内容・表現
について、改善の必要性があ
る場合は、「指摘事項」を記
述すること。
また、利用者や介護者に危害
が及ぶような重大な情報で、
かつ、その内容に誤りのある
もの、あるいは理解すること
が 極 め て 困 難 な 場 合 に は 、
「重大な指摘事項」として記
載すること。

（２）表示

1 表示は容易に
理解できるか

①わかりやすい場所にあるか
②利用者に必要な事項が記載さ
れているか
③視認性が高く、文字サイズは
適当か
④表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「 製 品 に 対 す る 表 示 」 の 内
容・表現について、改善の必
要性がある場合は、「指摘事
項」を記述すること。
また、利用者や介護者に危害
が及ぶような重大な情報で、
かつ、その内容に誤りのある
もの、あるいは理解すること
が 極 め て 困 難 な 場 合 に は 、
「重大な指摘事項」として記
載すること。

４．保守・保清性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）保清性

1 保清が容易に
できるか

介護者が保清を容易に行うこと
ができるか、問題となる箇所が
ないか等を、実際に操作を行っ
て確認する。

Ａ ： 容 易 に 行 う こ と が で き
る。
Ｂ：保清を行うことはできる
が容易ではない。
Ｃ：保清を行うことができな
い。

保清とは、｢ 洗
浄や拭き取り、
乾燥など、利用
者が日常的に行
う 保 清 ｣ を 示
す。

評価項目

特記事項評価項目
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８．浴槽内いす

１．操作機能性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）設置・撤去

1 設置（固定）
及び撤去（解
除）が簡単に
できるか

介護者が行うことを想定し、実
際に設置や撤去が、簡単にでき
るか確認する。

※取説に明記された設置及び撤
去の手順に沿って行うこと。但
し、明記されていない場 合に
は、①浴槽に湯を張った状態と
②張っていない状態の両方によ
り、設置及び撤去のしやすさを
確認する。（以下同様）
※吸盤により固定するものにつ
いては、その操作が簡単にでき
るかも確認する。

Ａ：作業が簡単にできる。
Ｂ：作業できるが簡単ではな
い。
Ｃ：作業できない。

簡単とは、｢使
用する際の設
置や片付ける
際の撤去が手
間取らず容易
にできること｣
を示す。

（２）高さ調整

1 操作が簡単に
できるか

介護者が行うことを想定し、高
さ調整操作が簡単にできるか、
実際に操作して確認する。

※取説に沿って、高さ調整を行
うこととする。
※高さ調整機能がないものは、
評価対象外とする。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単で
はない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢高
さ調整が手間
取らず容易に
できること｣を
示す。

評価項目

吸盤式 据置式 浴槽分離型
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（３）使用時の設置、固定性

1 使 用 時 の 設
置、固定性(気
になるほどの
ガタはないか)

利用者による入浴の場面を想定
し、浴槽内いすが設置又は完全
に固定されているか、実際に湯
を張った状況で動作を行って確
認する。
使用時のガタツキ、たわみ、利
用者の不安感を確認する。

※取説により、適合条件が明記
されている場合にはそれに従う
こと。明記されていない場合、
展示場等にある標準的な浴槽を
想定する。（以下同様）
※動作は、利用者の座面への着
座と立ち上がりの動作をシミュ
レーションすること。（以下同
様）
※底部（浴槽底）のデサインや
凹凸、模様などにより利用者の
使用感が異なり利用者に有用な
情報がある場合、その旨を特記
事項に記入する。
※湯を張った状態で評価する。

Ａ：設置が十分に保たれてい
る。
Ｂ：設置は保たれているが、
ゆれや不安を感じる。
Ｃ：設置が保たれていない。

利用者に不快
感をもたらす
極めてつよい
ガタがある場
合、C評価

2 用具にズレが
生じないか

利用者による入浴の場面を想定
し、用具に大きなズレが生じな
いか確認する。

※湯を張った状態で評価する。

Ａ：全くズレない。
Ｂ：多少ズレるが、外れるほ
どでない。
Ｃ：大きくズレて落下する危
険性がある。

（４）天板の形状

1 滑りにくい形
状となってい
るか

天板の形状やデザインなどに問
題ないか、目視及び触感により
確認する。

※湯を張った状態で評価する。

Ａ：滑らない。
Ｂ：多少は滑るが、使用上に
問題ない。
Ｃ：滑りやすく、不安感が生
じる。

評価項目
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２．安全性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）全般

1 利用者及び介
護者の身体に
触 れ る 箇 所
が、身体を傷
つけるデザイ
ンになってい
ないか

利用者や介護者の身体を傷つけ
る危険性がないか。実際に湯を
張った状況で入浴及び入浴介助
動作を行い、目視及び触 感に
よって確認する。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

起こりうる事
故として、隙
間に手指、足
などの挟み込
みがあげられ
ることから、
そのあたりを
傷つける危険
性がないか確
認する。（以
下同用）

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

※ 軽 傷 事 故
（病院受診が
必要程度の事
故）

2 設置（固定）
及び撤去（解
除）時に身体
を傷つけるデ
ザインになっ
ていないか。

利用者や介護者が行うことを想
定し、実際に設置したり、撤去
したりして傷つける危険性がな
いか確認する。

※取説により記載された手順に
沿って行うこと。但し、記述さ
れていない場合、①浴槽に湯を
張った状態と、②張っていない
状態の両方で評価する。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

3 高さ調整時や
折りたたみ時
に身体を傷つ
けるデザイン
になっていな
いか

利用者や介護者が行うことを想
定し、実施に高さを調節 した
り、折りたたみ操作を行い、傷
つける危険性がないか確 認す
る。

※取説に沿って、高さ調整を行
うこととする。
※高さ調節昨日がないものは、
評価対象外とする。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

4 使用時に転倒
する危険性は
ないか

入浴及び入浴介助動作を行い、
天板の形状やデザイン、ガタツ
キやたわみ、脚のつくりなどか
ら使用時に転倒する危険性はな
いか確認する。

※湯を張った状態で評価する。

Ａ：転倒することはない。
Ｂ：転倒することはすくない
が、ゆれや不安が生じる等不
安定さがある。
Ｃ：転倒する危険性が極めて
高い。

5 浴槽の内や外
で、踏み台と
して利用した
場合、転倒す
る危険性はな
いか

利用者による入浴の場面を想定
し、用具に大きなズレやガタツ
キが生じないか、実際に湯を張
り確認する。

※取説により、踏み台利用を禁
止している場合は、対象外とす
る。
※動作は、利用者が浴槽をまた
ぎ用具を踏み台として使用する
動作をシミュレーションする。
（以下同様）

Ａ：転倒することはない。
Ｂ：転倒することはすくない
が、ゆれや不安が生じる等不
安定さがある。
Ｃ：転倒する危険性が極めて
高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

評価項目
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３．取説・表示
確認方法 留意点

（１）取扱説明書

1 取扱説明書は
容易に理解で
きるか

①利用者に必要な項目を網羅し
ているか
②その項目が引きやすいか
③図や写真が使用され分かりや
すいか
④視認性が高く、文字サイズは
適当か
⑤表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「取扱説明書」の内容・表現
について、改善の必要性があ
る場合は、「指摘事項」を記
述すること。
また、利用者や介護者に危害
が及ぶような重大な情報で、
かつ、その内容に誤りのある
もの、あるいは理解すること
が 極 め て 困 難 な 場 合 に は 、
「重大な指摘事項」として記
載すること。

（２）表示

1 表示は容易に
理解できるか

①わかりやすい場所にあるか
②利用者に必要な事項が記載さ
れているか
③視認性が高く、文字サイズは
適当か
④表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「 製 品 に 対 す る 表 示 」 の 内
容・表現について、改善の必
要性がある場合は、「指摘事
項」を記述すること。
また、利用者や介護者に危害
が及ぶような重大な情報で、
かつ、その内容に誤りのある
もの、あるいは理解すること
が 極 め て 困 難 な 場 合 に は 、
「重大な指摘事項」として記
載すること。

４．保守・保清性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）保守

1 保守が容易に
できるか

利用者や介護者が保守を容易に
行うことができるか、問題とな
る箇所がないか等を、実際に操
作を行って確認する。

Ａ ： 容 易 に 行 う こ と が で き
る。
Ｂ：保守を行うことはできる
が容易ではない。
Ｃ：保守を行うことができな
い。

保守とは、｢ス
トッパーや吸
盤、チェーン
固定ピンに緩
みはないかな
ど、利用者が
日常的に行う
保守｣を示す。

（２）保清性

1 保清が容易に
できるか

介護者が保清を容易に行うこと
ができるか、問題となる箇所が
ないか等を、実際に操作を行っ
て確認する。

Ａ ： 容 易 に 行 う こ と が で き
る。
Ｂ：保清を行うことはできる
が容易ではない。
Ｃ：保清を行うことができな
い。

保清とは、｢洗
浄や拭き取
り、乾燥な
ど、利用者が
日常的に行う
保清｣を示す。

評価項目

特記事項評価項目
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９　入浴用いす

１．操作機能性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）高さ調整

1 操作が簡単に
できるか

介護者が行うことを想定し、高
さ調節調整操作が簡単にできる
か、実際に操作して確認する。

※高さ調節調整の方法は、取説
に記載されている手順による。
※高さ調節調整機能がないもの
は、評価対象外とする。
※手入れの状態や使用年数を重
ねることにより、調節しずらく
なる場合が想定されるが、ここ
では新品を想定する。（以下同
様）

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単で
はない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢高
さ調節が手間
取らず容易に
できること｣を
示す。

（２）折りたたみ（本体の開閉操作）

1 両手が使える
場合の操作が
簡単にできる
か

介護者が行うことを想定し、両
手を使って（収納する場合等）
の折りたたみ操作が簡単にでき
るか、実際に操作して確 認す
る。

※折りたたみ操作は、取説に記
載されている手順による。
※折りたたみ機能がない もの
は、評価対象外とする。
※折りたたみ操作時に中途半端
な状態で止まらないか、また確
実に開いていることを容易に確
認できるかなども含めて確認す
ること。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単で
はない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢折
りたたみ操作
が手間取らず
容易にできる
こと｣を示す。

2 片手での操作
が簡単にでき
るか

介護者が行うことを想定し、片
手を使って（入浴介助時等）の
折りたたみ操作が簡単にできる
か、実際に操作して確認する。

※片手での折りたたみ操作が可
能なもののみ確認する。
※折りたたみ操作は、取説に記
載されている手順による。
※折りたたみ機能がない もの
は、評価対象外とする。
※片方の手で利用者の身体を支
え、もう片方の手で折りたたみ
操作を行うことを想定する。
※折りたたみ操作時に中途半端
な状態で止まらないか、また確
実に開いていることを容易に確
認できるかなども含めて確認す
ること。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単で
はない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢折
りたたみ操作
が手間取らず
容易にできる
こと｣を示す。

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（３）肘掛けの機構

1 操作が簡単に
できるか

利用者及び介護者が行うことを
想定し、肘掛け操作が簡単にで
きるか、実際に操作して確認す
る。

※肘掛け操作は、取説に記載さ
れている手順による。
※肘掛けが可動しないものは、
評価対象外とする。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単で
はない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢肘
掛けの可動操
作が手間取ら
ず容易にでき
ること｣を示
す。

2 跳ね上げ時の
固定性が保た
れているか

利用者及び介護者が行うことを
想定し、肘掛けを跳ね上げた時
の固定性が保たれているか、実
際に操作して確認する。

※肘掛けが跳ね上げられるもの
のみ、評価すること。
※ここでの固定性とは、跳ね上
げた肘掛けが容易に落ちること
はないかを確認すること。

Ａ：固定性が十分に保たれて
いる。
Ｂ ： 固 定 性 は 保 た れ て い る
が、ゆれが生じる。
Ｃ ： 固 定 性 が 保 た れ て い な
い。

（４）背もたれの取り外し、取り付け　

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が行うことを想
定し、座面の回転操作が簡単に
できるか、利用者が座った状態
で実際に操作して確認する。

※座面の回転操作は、取説に記
載されている手順による。
※操作レバーの位置や方法が適
切か、利用者が座った状態で、
実際に操作して確認する。
※回転機能がないものは、評価
対象外とする。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単で
はない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢座
面回転操作が
手間取らず容
易にできるこ
と｣を示す。

（5）使用時の安定性等について

1 使用時の安定
性について(気
になるほどの
ガタはないか)

利用者及び介護者による入浴介
助の場面を想定し、本体の安定
性が保たれているか、実際の動
作を行って確認する。
使用時のガタツキ、たわみ、利
用者の不安感を確認する。

※利用者の体重は、50～60㎏
の範囲とする。
※座面や床に水をまいた状態で
評価する。
※取説により、適合条件が明記
されている場合にはそれに従う
こと。（以下同様）
※動作は、利用者の座面への着
座と立ち上がりの動作をシミュ
レーションする。（以下同様）
※また、入浴台としても使用可
能なものについては、浴槽への
出入り動作もシミュレーション
を行う。（以下同様）
※評価する環境について、洗い
場には極端な水勾配は無いもの
とする。（以下同様）

Ａ：安定性が十分に保たれて
いる。
Ｂ ： 安 定 生 は 保 た れ て い る
が、ゆれや不安を感じる。
Ｃ ： 安 定 性 が 保 た れ て い な
い。

利用者に不快
感をもたらす
極めてつよい
ガタがある場
合、C評価

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

2 用具にズレが
生じないか

利用者や介護者による入浴介助
の場面を想定し、本体が大きく
ズレることがないか、実際の動
作を行って確認する。

※利用者や介護者の身体が、肘
掛けや脚にあたり、本体にズレ
が生じるようなことはないか確
認する。
※座面や床に水をまいた状態で
評価する。

Ａ：ズレない。あるいは多少
ズレるが使用上に問題ない。
Ｂ：ズレやすく、不安感が生
じる。
Ｃ：大きくズレて転倒する危
険性がある。

3 タオルや衣類
の挟み込み

利用者及び介護者による座面で
の衣類の着脱等を想定し、タオ
ルや衣類が突起物等に引っかか
るようなことがないか、目視及
び触感により確認する。

Ａ：引っかかることはない。
Ｂ ： 引 っ か か る こ と が あ る
が、使用上に問題ない。
Ｃ：頻繁に引っかかり、操作
しづらい。

確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（７）座面・背もたれ・肘置きの素材、形状

1 座面・背もた
れ・肘置きの
固さ

利用者及び介護者による入浴介
助の場面を想定し、座面・背も
たれ・肘置きの素材、形状は、
過度に固すぎて痛いことはない
か確認する。

※座面や床に水をまいた状態で
評価する。

Ａ：痛みが生じない。
Ｂ：多少痛みがあるが、問題
ない。
Ｃ：痛みが生じる

2 座面・背もた
れ・肘置きの
滑りにくさ

利用者及び介護者による入浴介
助の場面を想定し、座面・背も
たれ・肘置きの素材、形状によ
り、過度に滑りやすくないか確
認する。

※座面や床に水をまいた状態で
評価する。

Ａ：滑らない。
Ｂ：多少は滑るが、使用上に
問題ない。
Ｃ：滑りやすく、不安感が生
じる。

評価項目

評価項目
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２．安全性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）全般

1 利用者及び介
護者の身体に
触 れ る 箇 所
が、傷つける
デ ザ イ ン に
なっていない
か

利用者および介護者の身体に触
れる箇所について、傷つける危
険性がないか、目視及び触感に
よって確認する。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

※ 軽 傷 事 故
（病院受診が
必要な程度の
事故）

（２）高さ調整

1 高さ調整時に
身体を傷つけ
るデザインに
なっていない
か

介護者が行うことを想定し、実
際に高さ調整を行い、傷つける
危険性がないか確認する。

※取説に沿って、高さ調整を行
うこととする。
※高さ調整機能がないものは、
評価対象外とする。
※手入れの状態や使用年数を重
ねることにより、調整しずらく
なる場合が想定されるが、ここ
では新品を想定する。（以下同
様）

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

（３）折りたたみ（本体の開閉操作）

1 両手が使える
場 合 （ 収 納
時）に身体を
傷つけるデザ
インになって
いないか

介護者が行うことを想定し、両
手を使って（収納する場合等）
の折りたたみ操作について、傷
つける危険性がないか確 認す
る。

※折りたたみ操作は、取説に記
載されている手順による。
※折りたたみ機能がない もの
は、評価対象外とする。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽傷事故がか
なり起きる場
合、Ｃ評価

2 片手しか使用
できない場合
（介助時等）
に身体を傷つ
けるデザイン
になっていな
いか

介護者が行うことを想定し、片
手を使って（入浴介助時等）の
折りたたみ操作を行い、傷つけ
る危険性がないか、実際に操作
して確認する。

※折りたたみ操作は、取説に記
載されている手順による。
※折りたたみ機能がない もの
は、評価対象外とする。
※片方の手で利用者の身体を支
え、もう片方の手で折りたたみ
操作を行うことを想定する。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽傷事故がかな
り起きる場合、
Ｃ評価

（４）肘掛けの跳ね上げ、下げ

1 肘掛けの操作
時に身体を傷
つけるデザイ
ンになってい
ないか

利用者や介護者が行うことを想
定し、実際に肘掛け操作 を行
い、傷つける危険性がないか確
認する。

※肘掛け操作は、取説に記載さ
れている手順による。
※肘掛けが可動しなものは、評
価対象外とする。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽傷事故がかな
り起きる場合、
Ｃ評価

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（５）背もたれの取り外し、取り付け

1 背もたれの取
り外し、取り
付け時に身体
を傷つけるデ
ザインになっ
ていないか

介護者が行うことを想定し、背
もたれの取り外しや取り付けの
操作を行い、傷つける危険性が
ないか確認する。

※背もたれの取り外しや取り付
けの操作は、取説に記載されて
いる手順による。
※取り外し不可のものは、評価
対象外とする。
※本評価項目には、背や座面に
装着しているパッドも含めるこ
ととする。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽傷事故がかな
り起きる場合、
Ｃ評価

（６）座面の回転機能

1 座面の回転操
作時に身体を
傷つけるデザ
インになって
いないか

利用者及び介護者が行うことを
想定し、座面の回転操作 を行
い、傷つける危険性がないか、
利用者が座った状態で、実際に
操作して確認する。

※座面の回転操作は、取説に記
載されている手順による。
※回転機能がないものは、評価
対象外とする。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽傷事故がかな
り起きる場合、
Ｃ評価

（７）使用時の安全性について

1 使用時に転倒
する危険性は
ないか

利用者及び介護者による実際の
入浴介助を想定し、座面の形状
やデザイン、ガタツキや たわ
み、脚のつくりなどから使用時
に転倒する危険性はないか確認
する。

※取説により、適合条件が明記
されている場合にはそれ に従
う。（以下同様）
※動作は、利用者の座面への着
座と立ち上がりの動作をシミュ
レーションする。（以下同様）
※また、入浴台として使用可能
なものについは、浴槽への出入
り動作もシミュレーションを行
う。（以下同様）

Ａ：転倒することはない。
Ｂ：転倒する危険性は低い。
Ｃ：転倒する危険性が極めて
高い。

評価項目
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３．取説・表示
確認方法 留意点

（１）取扱説明書

1 取扱説明書は
容易に理解で
きるか

①利用者に必要な項目を網羅し
ているか
②その項目が引きやすいか
③図や写真が使用され分かりや
すいか
④視認性が高く、文字サイズは
適当か
⑤表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「取扱説明書」の内容・表現
について、改善の必要性があ
る場合は、「指摘事項」を記
述すること。
また、利用者や介護者に危害
が及ぶような重大な情報で、
かつ、その内容に誤りのある
もの、あるいは理解すること
が 極 め て 困 難 な 場 合 に は 、
「重大な指摘事項」として記
載すること。

（２）表示

1 表示は容易に
理解できるか

①わかりやすい場所にあるか
②利用者に必要な事項が記載さ
れているか
③視認性が高く、文字サイズは
適当か
④表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「 製 品 に 対 す る 表 示 」 の 内
容・表現について、改善の必
要性がある場合は、「指摘事
項」を記述すること。
また、利用者や介護者に危害
が及ぶような重大な情報で、
かつ、その内容に誤りのある
もの、あるいは理解すること
が 極 め て 困 難 な 場 合 に は 、
「重大な指摘事項」として記
載すること。

４．保守・保清性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）保守

1 保守が容易に
出来るか

取扱説明書に記載された保守項
目を、利用者や介護者が保守を
容易に行うことができるか、問
題となる箇所がないか等を、実
際に操作を行って確認する。

Ａ ： 容 易 に 行 う こ と が で き
る。
Ｂ：保守を行うことはできる
が、容易ではない。
Ｃ：保守を行うことができな
い。

保守とは、
「固定部のネ
ジのゆるみな
ど、利用者が
日常的に行う
保守」を示
す。

（２）保清性

1 保清が容易に
できるか

取扱説明書に記載された保清項
目を、利用者や介護者が保清の
際に容易に行うことがで きる
か、問題となる箇所がないか等
を、実際に操作を行って確認す
る。

Ａ ： 容 易 に 行 う こ と が で き
る。
Ｂ：保清を行うことはできる
が、容易ではない。
Ｃ：保清を行うことができな
い。

保清とは、
「洗浄や拭き
取り、乾燥な
ど、利用者が
日常的に行う
保清」を示
す。

特記事項評価項目

評価項目
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１０　ポータブルトイレ

１．操作機能性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）移動（持ち運び）

1 移動（持ち運
び）が簡単に
できるか

介護者が行うことを想定し、実際
に移動（持ち運び）が、簡単にで
きるか確認する。

※移動（持ち運び）の方法は、取
説に記載されている手順による。
記載がない場合には、持ち運び方
法を工夫すること。
※キャスタが付いているものにつ
いては、その操作性を確認する。
※居室内の移動(持ち運び)を想定
し、床面は畳またはフローリング
とする。また移動距離は３～４
メートルとする。段差はないもの
とする。
なお評価時の床面を特記事項に記
述しておくこと。

Ａ：作業が簡単にできる。
Ｂ：作業できるが簡単ではな
い。
Ｃ：作業できない。

簡単とは、｢移
動（持ち運
び）が手間取
らず容易にで
きること｣を示
す。

（２）肘及び脚の高さ調整

1 操作が簡単に
できるか

介護者が行うことを想定し、肘及
び脚の高さ調整操作が簡単にでき
るか、実際に操作して確認する。

※高さ調整方法は、取説に記載さ
れている手順による。
※高さ調整機能がないものは、評
価対象外とする。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単では
ない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢高
さ調節が手間
取らず容易に
できること｣を
示す。

（３）肘掛けの機構

1 操作が簡単に
できるか

利用者及び介護者が行うことを想
定し、肘掛け操作が簡単にできる
か、実際に操作して確認する。

※肘掛け操作は、取説に記載され
ている手順による。
※肘掛けが可動しないものは、評
価対象外とする。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単では
ない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢肘
掛けの可動操
作が手間取ら
ず容易にでき
ること｣を示
す。

2 可動させた後
の固定性が保
たれているか

利用者及び介護者が行うことを想
定し、肘掛けを可動させた後の固
定性が保たれているか、実際に操
作して確認する。

※肘掛けが跳ね上げられるものの
み、評価する。
※固定性とは、利用者が気になる
程度のガタとする。

Ａ：固定性が十分に保たれてい
る。
Ｂ：固定性は保たれているが、
ゆれや音が生じる。
Ｃ：固定性が保たれていない。

利 用 者 に 不 快
感 を も た ら す
極 め て つ よ い
ガ タ が あ る 場
合、C評価

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（４）座部（座れないタイプのものも含む。）及び便座、中蓋（バケツの蓋）

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が行うことを想定
し、座部及び便座、中蓋の取り扱
い操作が簡単にできるか、実際に
操作して確認する。

※座部等の取り扱いは、取説に記
載されている手順による。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単では
ない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢座
部等の取り扱
い操作が手間
取らず容易に
できること｣を
示す。

（５）立ち座り

1 立ち座りしや
すいか

利用者が行うことを想定し、トイ
レでの立ち座りがしやすいか、足
もとには十分な空間があるか確認
する。
なお本項目では、肘掛けが適切な
高さにあるかなども確認する。

※肘掛けの高さ調整が可能なもの
については、調整して行うこと。
※肘掛けのないもの、あるいは立
ち座り時の肘掛け利用をメーカー
が禁止しているものについては、
肘掛けのみ評価の対象としない。

Ａ：立ち座りしやすい。
Ｂ：多少、立ち座りしずらい
が、問題ない。
Ｃ：極めて立ちづらい。

（６）排泄姿勢

1 排泄姿勢がと
りやすいか

利用者が行うことを想定し、排泄
姿勢がとりやすいか、足もとには
力むための空間があるか、実際に
便座に腰掛けて確認する。

※座部等の取り扱いは、取説に記
載されている手順による。
※ここでは排泄姿勢時の臀部の痛
みの有無、座位の安定性も評価す
る。

Ａ：排泄姿勢がとりやすい。
Ｂ：多少、排泄姿勢がとりづら
いが、問題ない。
Ｃ：極めて排泄姿勢がとりづら
い。

（７）汚物受け

1 汚物受けの形
や角度に問題
はないか

利用者の排尿場面を想定し、汚物
受けの形や角度から、尿が汚物受
けや汚水受けから飛散することが
ないか確認する。

※安楽な座位姿勢をとり排尿する
ことを想定する。評価ではシリン
ジなどを使用して確認する。
※なお立位姿勢は想定しない。

Ａ：問題ない。
Ｂ：性別によっては、わずかに
尿が飛散する可能性があるもの
の、許容できる範囲である。
Ｃ：尿が床まで飛散する。

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（8）使用時の安定性等について

1 使用時の安定
性について(気
になるほどの
ガタはないか)

利用者及び介護者による排泄介助
（自立を含む）の場面を想定し、
本体の安定性が保たれているか、
実際の動作を行って確認する。
使用時のガタツキ、たわみ、利用
者の不安感を確認する。

※取説により、適合条件が明記さ
れている場合にはそれに従うこ
と。（以下同様）
※動作は、利用者の座面への着座
と立ち上がりの動作をシミュレー
ションする。（以下同様）
※トランスファーボードが装備さ
れているものについては、その取
り扱いも評価する。（以下同様）

Ａ：安定性が十分に保たれてい
る。
Ｂ：安定生は保たれているが、
ゆれや不安を感じる。
Ｃ：安定性が保たれていない。

利用者に不快
感をもたらす
極めてつよい
ガタがある場
合、C評価

2 用具にズレが
生じないか

利用者及び介護者による排泄介助
（自立を含む）の場面を想定し、
本体が大きくズレることがない
か、実際の動作を行って確認す
る。

※利用者や介護者の身体が、肘掛
けや脚にあたり、本体にズレが生
じるようなことはないか確認す
る。

Ａ：ズレない。あるいは多少ズ
レるが使用上に問題ない。
Ｂ：ズレやすく、不安感が生じ
る。
Ｃ：大きくズレて転倒する危険
性がある。

　

3 衣類や下着の
挟み込み

利用者及び介護者による排泄介助
（自立を含む）の場面を想定し、
便座上で衣類や下着が突起物等に
引っかかるようなことがないか、
目視及び触感により確認する。

Ａ：引っかかることはない。
Ｂ：引っかかることがあるが、
使用上に問題ない。
Ｃ：頻繁に引っかかり、操作し
づらい。

　

（９）収納機能
1 収納機能が取

扱いやすいか
介護者が行うことを想定し備品を
収納するケース等の取り扱いにつ
いて、操作が簡単にできる確認す
る。

※収納機能がないものは、評価対
象外とする。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単では
ない。
Ｃ：操作できない。

評価項目
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２．安全性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）全般

1 利用者及び介
護者の身体に
触 れ る 箇 所
が、傷つける
デ ザ イ ン に
なっていない
か

利用者及び介護者の身体に触れる
箇所について、傷つける危険性が
ないか、目視及び触感によって確
認する。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽傷事故がかな
り起きる場合、
Ｃ評価

※軽傷事故（病
院受診が必要な
程度の事故）

（２）移動（持ち運び）

1 移動（持ち運
び）時に身体
を傷つけるデ
ザインになっ
ていないか

介護者が行うことを想定し、移動
（持ち運び）時に傷つける危険性
がないか確認する。

※移動（持ち運び）の方法は、取
説に記載されている手順による。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽 傷 事 故 が か
な り 起 き る 場
合、Ｃ評価

（３）肘及び脚の高さ調整

1 高さ調整時に
身体を傷つけ
るデザインに
なっていない
か

介護者が行うことを想定し、実際
に高さ調整を行い、傷つける危険
性がないか確認する。

※取説に沿って、高さ調節を行う
こととする。
※高さ調整機能がないものは、評
価対象外とする。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽傷事故がかな
り起きる場合、
Ｃ評価

（４）肘掛けの跳ね上げ、下げ

1 肘掛けの操作
時に身体を傷
つけるデザイ
ンになってい
ないか

利用者及び介護者が行うことを想
定し、実際に肘掛け操作を行い、
傷つける危険性がないか確認す
る。

※肘掛け操作は、取説に記載され
ている手順による。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽傷事故がかな
り起きる場合、
Ｃ評価

（５）便座及び中蓋（バケツの蓋）

1 便座及び中蓋
の操作時に身
体を傷つける
デ ザ イ ン に
なっていない
か

利用者及び介護者が行うことを想
定し、便座や中蓋の開閉操作を行
い、手指を傷つける危険性がない
か、実際に操作して確認する。

※便座や中蓋の開閉操作は、取説
に記載されている手順による。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽傷事故がかな
り起きる場合、
Ｃ評価

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（６）使用時の安全性について

1 使用時に転倒
する危険性は
ないか

利用者及び介護者による排泄介助
（自立を含む）の場面を想定し、
本体の形状やデザイン、ガタツキ
やたわみ、脚のつくりなどから使
用時に転倒する危険性はないか確
認する。

※取説により、適合条件が明記さ
れている場合にはそれに従う。
（以下同様）
※動作は、利用者の座面への着座
と立ち上がりの動作をシミュレー
ションする。（以下同様）
※トランスファーボードが装備さ
れているものについては、その取
り扱いも評価する。（以下同様）

Ａ：転倒することはない。
Ｂ：転倒する危険性は低い。
Ｃ：転倒する危険性が極めて高
い。

３．取説・表示
確認方法 留意点

（１）取扱説明書

1 取扱説明書は
容易に理解で
きるか

①利用者に必要な項目を網羅して
いるか
②その項目が「引きやすい」く探
しやすいか
③図や写真が使用され分かりやす
いか（誤りがないか）
④視認性が高く、文字サイズは適
当か
⑤表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「取扱説明書」の内容・表現に
ついて、改善の必要性がある場
合は、「指摘事項」を記述する
こと。
また、利用者や介護者に危害が
及ぶような重大な情報で、か
つ、その内容に誤りのあるも
の、あるいは理解することが極
めて困難な場合には、「重大な
指摘事項」として記載するこ
と。

（２）表示

1 表示は容易に
理解できるか

①わかりやすい場所にあるか
②利用者に必要な事項が記載され
ているか。
③視認性が高く、文字サイズは適
当か。
④表現が分かりやすいか。
 等を確認する。

「製品に対する表示」の内容・
表現について、改善の必要性が
ある場合は、「指摘事項」を記
述すること。
また、利用者や介護者に危害が
及ぶような重大な情報で、か
つ、その内容に誤りのあるも
の、あるいは理解することが極
めて困難な場合には、「重大な
指摘事項」として記載するこ
と。

評価項目 特記事項

評価項目

45



４．保守・保清性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）保守

1 保守が容易に
できるか

介護者が保守を容易に行うことが
できるか、問題となる箇所がない
か等を、実際に操作を行って確認
する。

※取説に明記されている内容とす
る。但し取説に工具を使用した保
守が記載されているにもかかわら
ず、必要な工具等が同梱されてい
ない場合には、｢３．取説・表示｣
の項目にて指摘事項を記載するこ
ととする。

Ａ：容易に行うことができる。
Ｂ：保守を行うことはできるが
容易ではない。
Ｃ：保守を行うことができな
い。

保守とは、「固定部
のネジのゆるみな
ど、利用者が日常的
に行う保守」を示
す。

（２）保清性

1 保清が容易に
できるか

介護者が保清を容易に行うことが
できるか、問題となる箇所がない
か等を、実際に操作を行って確認
する。

Ａ：容易に行うことができる。
Ｂ：保清を行うことはできるが
容易ではない。
Ｃ：保清を行うことができな
い。

保清とは、「洗浄や
拭き取り、乾燥な
ど、利用者が日常的
に行う保清」を示
す。

評価項目
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１１．歩行器・歩行車

１．操作機能性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）高さ調整

1 操作が簡単に
できるか

介護者が行うことを想定し、高さ
調整が簡単にできるか、実際に操
作して確認する。

※前腕支持部の高さやフレーム幅
の調整ができるものについては、
ここで評価する。
※調整の方法は、取説に記載され
ている手順による。
※調整機能がないものは、評価対
象外とする。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単では
ない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢高
さ調整等が手
間取らず容易
にできること｣
を示す。

（２）折りたたみ（本体の開閉操作）

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が行うことを想定
し、折りたたみ操作が簡単にでき
るか、実際に操作して確認する。

※折りたたみ操作は、取説に記載
されている手順による。
※折りたたみ機能がないものは、
評価対象外とする。
※折りたたみ操作時に中途半端な
状態で止まらないか、操作方法が
理解しやすいか、また確実に開い
ていることを容易に確認できるか
なども含めて確認する。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単では
ない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢折
りたたみ操作
が手間取らず
容易にできる
こと｣を示す。

（３）ブレーキ操作

1 制動ブレーキ
操作が簡単に
できるか

利用者が行うことを想定し、制動
ブレーキの操作が簡単にできる
か、実際に操作して確認する。

※制動ブレーキがないものは、評
価対象外とする。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単では
ない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢ブ
レーキ操作が
手間取らず容
易にできるこ
と｣を示す。

2 駐車ブレーキ
操作が簡単に
できるか

利用者が行うことを想定し、駐車
ブレーキの操作が簡単にできる
か、実際に操作して確認する。

※駐車ブレーキがないものは、評
価対象外とする。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単では
ない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢ブ
レーキ操作が
手間取らず容
易にできるこ
と｣を示す。

3 駐車ブレーキ
を意図せず解
除してしまう
ことはないか

駐車ブレーキをかけた状態で、バ
スケット内のものをとろうとした
り、いすに座っている状態から立
ち上がろうとしたとき、駐車ブ
レーキが解除されるようなことは
ないか確認する。

Ａ：問題ない。
Ｂ：姿勢のとりかたによって解
除してしまう可能性がある。
Ｃ：通常の使用を想定したとき
に解除してしまう可能性があ
る。

4 圧力ブレーキ
操作が簡単に
できるか

利用者が行うことを想定し、圧力
ブレーキの操作が簡単にできる
か、実際に操作して確認する。

※圧力ブレーキがないものは、評
価対象外とする。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単では
ない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢ブ
レーキ操作が
手間取らず容
易にできるこ
と｣を示す。

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（４）キャスタの固定及び解除

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が行うことを想定
し、キャスタの固定及び解除操作
が簡単にできるか、実際に操作し
て確認する。

※キャスタの固定及び解除操作
は、取説に記載されている手順に
よる。
※調整機能がないものは、評価対
象外とする。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単では
ない。
Ｃ：操作できない。

（５）ハンドグリップ

1 握りやすい形
状になってい
るか

利用者が行うことを想定し、ハン
ドグリップが握りやすい形状に
なっているか、痛みが生じないか
を実際の動作を行って確認する。

※前腕支持部のあるものについて
は、腕が置きやすいかも、評価す
る。

Ａ：握りやすい。
Ｂ：握りづらいが、許容範囲で
ある。
Ｃ：握れない。

（６）基本操作

1 歩行がしやす
いか

利用者が行うことを想定し、
①直進（前進・後進）
②曲がる
③旋回
について、足元に十分なスペース
が確保されているか、歩行の妨げ
になるような構造（キャスタ・フ
レーム・ブレーキワイヤー等との
干渉）になっていないか、実際の
動作を行って確認する。

※屋内の平らな路面、１０メート
ル程度走行して評価する。

Ａ：歩行しやすい。
Ｂ：多少歩行しづらいこともあ
るが、許容範囲である。
Ｃ：歩行できない。

2 立ち座りがし
やすいか

利用者が行うことを想定し、座面
の上げ下ろしや、座面への着座動
作及び座面からの立ち上がり動作
がしやすいか、実際の動作を行っ
て確認する。

※座面がないものについては、評
価対象外とする。
※屋内の平らな路面を想定する。

Ａ：動作しやすい。
Ｂ：動作しづらいが許容できる
範囲である。
Ｃ：動作できない。

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（７）使用時の安定性

1 歩行時の安定
性について(気
になるほどの
ガタはないか)

利用者が行うことを想定し、本体
の安定性が保たれているか、実際
の動作を行って確認する。
歩行時のガタツキ、たわみ、利用
者の不安感を確認する。

※屋内の平らな路面、１０メート
ル程度走行して評価する。

Ａ：安定性が十分に保たれてい
る。
Ｂ：やや不安を感じるが、安定
性は保たれている。
Ｃ：安定性が保たれていない。

利 用 者に 不快
感 を もた らす
極 め てつ よい
ガ タ があ る場
合、C評価

2 座面に着座・
起立時の安定
性について(気
になるほどの
ガタはないか)

利用者が行うことを想定し、座面
への着座動作及び座面からの立ち
上がり動作の際に、本体の安定性
が保たれているか確認する。
使用時のガタツキ、たわみ、利用
者の不安感を確認する。

※着座・起立時の駐車ブレーキの
効き具合も、ここで評価する。
※座面が無いものは、評価対象外
とする。

Ａ：安定性が十分に保たれてい
る。
Ｂ：安定生は保たれているが、
ゆれや不安を感じる。
Ｃ：安定性が保たれていない。

利 用 者に 不快
感 を もた らす
極 め てつ よい
ガ タ があ る場
合、C評価

（８）段差の乗り越え

1 自力で段差を
乗り越えられ
るか

利用者が行うことを想定し、２ｃ
ｍの段差乗り越えを可能かどう
か、実際の動作を行って確認す
る。

※屋内使用を想定したものは、評
価対象外とする。

Ａ：操作が簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単では
ない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢段
差 の 乗り 越え
が 手 間取 らず
容 易 にで きる
こと｣を示す。

評価項目
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２．安全性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）全般

1 利用者や介護
者の身体に触
れる箇所が、
傷つけるデザ
インになって
いないか

利用者や介護者の身体に触れる箇
所について、傷つける危険性がな
いか、目視及び触感によって確認
する。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽 傷 事故 がか
な り 起き る場
合、Ｃ評価

※ 軽 傷 事 故
（ 病 院受 診が
必 要 な程 度の
事故）

（２）高さ調整

1 高さ調整時に
身体を傷つけ
るデザインに
なっていない
か

介護者が行うことを想定し、実際
に高さ調整を行い、傷つける危険
性がないか確認する。

※前腕支持部の高さやフレーム幅
の調整ができるものについては、
ここで評価する。
※調整の方法は、取説に記載され
ている手順による。
※調整機能がないものは、評価対
象外とする。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽 傷 事故 がか
な り 起き る場
合、Ｃ評価

（３）折りたたみ（本体の開閉操作）

1 折りたたみ時
に身体を傷つ
けるデザイン
になっていな
いか

利用者や介護者が行うことを想定
し、折りたたみ操作を行い、傷つ
ける危険性がないか確認する。

※折りたたみ操作は、取説に記載
されている手順による。
※折りたたみ機能がないものは、
評価対象外とする。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽 傷 事故 がか
な り 起き る場
合、Ｃ評価

（４）座面の上げ下ろし（着座する際の操作）

1 座面の上げ下
ろし時に身体
を傷つけるデ
ザインになっ
ていないか

利用者や介護者が行うことを想定
し、座面の上げ下ろし操作を行
い、傷つける危険性がないか確認
する。

※上げ下ろし操作は、取説に記載
されている手順による。
※上げ下ろし機能がないものは、
評価対象外とする。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽 傷 事故 がか
な り 起き る場
合、Ｃ評価

（５）ブレーキ

1 ブレーキ操作
時に手指を傷
つけるデザイ
ンになってい
ないか

利用者や介護者が行うことを想定
し、実際にブレーキ操作を行い、
傷つける危険性がないか確認す
る。

※ここでは、「制動」「駐車」
「圧力」の各ブレーキについて評
価する。
※「駐車」については、解除操作
についても評価する。
※ブレーキ機構がないものについ
ては、評価対象外とする。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽 傷 事故 がか
な り 起き る場
合、Ｃ評価

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（６）キャスタの固定及び解除

1 キャスタの固
定及び解除時
に手指を傷つ
けるデザイン
になっていな
いか

利用者や介護者が行うことを想定
し、実際に固定及び解除操作を行
い、傷つける危険性がないか確認
する。

※キャスタの固定及び解除操作
は、取説に記載されている手順に
よる。
※調整機能がないものは、評価対
象外とする。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽 傷 事故 がか
な り 起き る場
合、Ｃ評価

（７）使用時の安全性

1 操作時に手指
を傷つける危
険性はないか

利用者あるいは介護者が部品の調
整操作を行う際に、手指を傷つけ
る危険性がないか、実際に操作を
行って確認する。（全可動範囲で
確認すること）
利用者が日常的に調整を行うこと
が想定される箇所(アームサポー
トやヘッドサポート等)で、工具
を必要としない箇所を評価する。

Ａ：転倒することはない。
Ｂ：転倒する危険性は低い。
Ｃ：転倒する危険性が極めて高
い。

2 立ち座り時に
転倒する危険
性はないか

利用者が行うことを想定し、本体
の形状やデザイン、ガタツキやた
わみ、脚のつくりや重心位置など
から、立ち座り時に転倒する危険
性はないか確認する。

※取説により、適合条件が明記さ
れている場合にはそれに従うこ
と。（以下同様）
※屋内の平らな路面を想定する。

Ａ：転倒することはない。
Ｂ：転倒する危険性は低い。
Ｃ：転倒する危険性が極めて高
い。

評価項目
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３．取説・表示
確認方法 留意点

（１）取扱説明書

1 取扱説明書は
容易に理解で
きるか

①利用者や介護者に必要な項目を
網羅しているか
②その項目が「引きやすい」く探
しやすいか
③図や写真が使用され分かりやす
いか（誤りがないか）
④視認性が高く、文字が大きいか
⑤表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「取扱説明書」の内容・表現に
ついて、改善の必要性がある場
合は、「指摘事項」を記述する
こと。
また、利用者や介護者に危害が
及ぶような重大な情報で、か
つ、その内容に誤りのあるも
の、あるいは理解することが極
めて困難な場合には、「重大な
指摘事項」として記載するこ
と。

（２）表示

1 表示は容易に
理解できるか

①わかりやすい場所にあるか
②利用者や介護者に必要な事項が
記載されているか
③視認性が高く、文字が大きいか
④表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「製品に対する表示」の内容・
表現について、改善の必要性が
ある場合は、「指摘事項」を記
述すること。
また、利用者や介護者に危害が
及ぶような重大な情報で、か
つ、その内容に誤りのあるも
の、あるいは理解することが極
めて困難な場合には、「重大な
指摘事項」として記載するこ
と。

４．保守・保清性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）保守

1 保守が容易に
できるか

利用者や介護者が保守を容易に行
うことができるか、問題となる箇
所がないか等を、実際に操作を
行って確認する。

※取説に明記されている内容とす
る。
但し、取説に工具を使用した保守
が記載されているにもかかわら
ず、必要な工具等が同梱されてい
ない場合には、｢３．取説・表示｣
の項目にて指摘すること。

Ａ：容易に行うことができる。
Ｂ：保守を行うことはできるが
容易ではない。
Ｃ：保守を行うことができな
い。

保守とは、｢固
定部のネジの
ゆるみなど、
利用者が日常
的に行う保守｣
を示す。

（２）保清性

1 保清が容易に
できるか

利用者や介護者が保清を容易に行
うことができるか、問題となる箇
所がないか等を、実際に操作を
行って確認する。

Ａ：容易に行うことができる。
Ｂ：保清を行うことはできるが
容易ではない。
Ｃ：保清を行うことができな
い。

保清とは、｢洗
浄や拭き取
り、乾燥な
ど、利用者が
日常的に行う
保清｣を示す。

評価項目

特記事項評価項目
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12.　エルボークラッチ・多脚つえ

１．操作機能性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）持ち方の理解

1 持ち方が簡単
に理解できる
か

利用者が行うことを想定し、杖の
持ち方が簡単に理解できるか。

Ａ：簡単に理解できる。
Ｂ：持ち方を間違える可能性が
ある。
Ｃ：理解できない。

（２）高さ調整

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が行うことを想定
し、高さ調整操作が簡単にできる
か、実際に操作して確認する。

※高さ調整の方法は、取説に記載
されている手順による。
※高さ調整機能がないものは、評
価対象外とする。
※カフがあるものは、ハンドグ
リップとカフの高さ調整について
も評価する。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単では
ない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢高
さ調整が手間
取らず容易に
できること｣を
示す。

（３）折りたたみ（本体の開閉操作）

1 操作が簡単に
できるか

利用者や介護者が行うことを想定
し、折りたたみ操作が簡単にでき
るか、実際に操作して確認する。

※折りたたみ操作は、取説に記載
されている手順による。
※折りたたみ機能がないものは、
評価対象外とする。
※折りたたみ操作時に中途半端な
状態で止まらないか、また確実に
開いていることを容易に確認でき
るかなども含めて確認すること。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単では
ない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢折
りたたみ操作
が手間取らず
容易にできる
こと｣を示す。

（４）ハンドグリップ

1 握りやすい形
状になってい
るか

利用者が行うことを想定し、本体
の安定性が保たれているか、実際
の動作を行って確認する。
使用時のガタツキ、たわみ、利用
者の不安感を確認する。

※屋内の平らな路面、１０メート
ル程度歩行する。
※カフや調整部分、脚などを確認
する。

Ａ：握りやすい。
Ｂ：握りづらいが、許容範囲で
ある。
Ｃ：握れない。

利用者に不快
感をもたらす
極めてつよい
ガタがある場
合、C評価

（５）使用時の安定性　

1 使用時の安定
性について(気
になるほどの
ガタはないか)

利用者が行うことを想定し、本体
の安定性が保たれているか、実際
の動作を行って確認する。
使用時のガタツキ、たわみ、利用
者の不安感を確認する。

※屋内の平らな路面、１０メート
ル程度歩行する。
※カフや調整部分、脚などを確認
する。

Ａ：安定性が十分に保たれてい
る。
Ｂ：やや不安を感じるが、安定
性は保たれている。
Ｃ：安定性が保たれていない。

利用者に不快感
をもたらす極め
てつよいガタが
ある場合、C評
価

評価項目

53



２．安全性

確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）全般

1 利用者や介護
者の身体に触
れる箇所が、
傷つけるデザ
インになって
いないか

利用者や介護者の身体に触れる箇
所について、傷つける危険性がな
いか、目視及び触感によって確認
する。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽 傷 事故 がか
な り 起き る場
合、Ｃ評価

※ 軽 傷 事 故
（ 病 院受 診が
必 要 な程 度の
事故）

（２）高さ調整

1 高さ調整時に
身体を傷つけ
るデザインに
なっていない
か

利用者や介護者が行うことを想定
し、実際に高さ調整を行い、傷つ
ける危険性がないか確認する。

※取説に沿って、高さ調整を行う
こととする。
※高さ調整機能がないものは、評
価対象外とする。
※カフがあるものは、ハンドグ
リップとカフの高さ調整について
も評価する。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽 傷 事故 がか
な り 起き る場
合、Ｃ評価

（３）折りたたみ（本体の開閉操作）

1 折りたたみ時
に身体を傷つ
けるデザイン
になっていな
いか

利用者や介護者が行うことを想定
し、実際に折りたたみ操作を行
い、傷つける危険性がないか確認
する。

※折りたたみ操作は、取説に記載
されている手順による。
※折りたたみ機能がないものは、
評価対象外とする。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽 傷 事故 がか
な り 起き る場
合、Ｃ評価

（４）カフ

1 前腕部を通し
た時に身体を
傷つけるデザ
インになって
いないか

利用者が行うことを想定し、実際
に手をカフに通し、傷つける危険
性がないか確認する。

※カフを有していないものについ
ては、評価対象外とする。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽 傷 事故 がか
な り 起き る場
合、Ｃ評価

2 歩行時に身体
を傷つけるデ
ザインになっ
ていないか

利用者が行うことを想定し、実際
に手をカフに通して歩行し、傷つ
ける危険性がないか確認する。

※カフを有していないものについ
ては、評価対象外とする。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低い。
Ｃ：傷つける危険性が高い。

軽 傷 事故 がか
な り 起き る場
合、Ｃ評価

（５）使用時の安全性

1 使用時に転倒
する危険性は
ないか

利用者が行うことを想定し、本体
の形状やデザイン、ガタツキやた
わみ、脚のつくりなどから使用時
に転倒する危険性はないか確認す
る。

※取説により、適合条件が明記さ
れている場合にはそれに従うこ
と。（以下同様）
※屋内の平らな路面、１０メート
ル程度歩行する。
※評価は２脚を使用した状態によ
り評価することとする。

Ａ：転倒することはない。
Ｂ：転倒する危険性は低い。
Ｃ：転倒する危険性が極めて高
い。

軽 傷 事故 がか
な り 起き る場
合、Ｃ評価

評価項目
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３．取説・表示
確認方法 留意点

（１）取扱説明書

1 取扱説明書は
容易に理解で
きるか

①利用者や介護者に必要な項目を
網羅しているか
②その項目が「引きやすい」く探
しやすいか
③図や写真が使用され分かりやす
いか（誤りがないか）
④視認性が高く、文字が大きいか
⑤表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「取扱説明書」の内容・表現に
ついて、改善の必要性がある場
合は、「指摘事項」を記述する
こと。
また、利用者や介護者に危害が
及ぶような重大な情報で、か
つ、その内容に誤りのあるも
の、あるいは理解することが極
めて困難な場合には、「重大な
指摘事項」として記載するこ
と。

（２）表示

1 表示は容易に
理解できるか

①わかりやすい場所にあるか
②利用者や介護者に必要な事項が
記載されているか
③視認性が高く、文字が大きいか
④表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「製品に対する表示」の内容・
表現について、改善の必要性が
ある場合は、「指摘事項」を記
述すること。
また、利用者や介護者に危害が
及ぶような重大な情報で、か
つ、その内容に誤りのあるも
の、あるいは理解することが極
めて困難な場合には、「重大な
指摘事項」として記載するこ
と。

４．保守・保清性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）保守

1 保守が容易に
できるか

利用者や介護者が保守を容易に行
うことができるか、問題となる箇
所がないか等を、実際に操作を
行って確認する。

※取説に明記されている内容とす
る。但し取説に工具を使用した保
守が記載されているにもかかわら
ず、必要な工具等が同梱されてい
ない場合には、｢３．取説・表示｣
の項目にて指摘事項を記載するこ
ととする。

Ａ：容易に行うことができる。
Ｂ：保守を行うことはできるが
容易ではない。
Ｃ：保守を行うことができな
い。

保守とは、｢固定
部のネジのゆる
みなど、利用者
が日常的に行う
保守｣を示す。

（２）保清性

1 保清が容易に
できるか

利用者や介護者が保清を容易に行
うことができるか、問題となる箇
所がないか等を、実際に操作を
行って確認する。

Ａ：容易に行うことができる。
Ｂ：保清を行うことはできるが
容易ではない。
Ｃ：保清を行うことができな
い。

保清とは、｢洗浄
や拭き取り、乾
燥など、利用者
が日常的に行う
保清｣を示す。

評価項目

特記事項評価項目
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13．ベッド用テーブル

　　門型タイプ　　　　　　片脚タイプ　　　　　　　トレイタイプ

１．操作機能性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）設置・撤去

1 設 置 及 び 撤
去 が 簡 単 に
できるか

介護者が行うことを想定し、実際に
設置や撤去が、簡単にできるか確認
する。

※トレイタイプでは、裏表や上端下
端の理解のしやすさ、テーブルは幅
が伸び縮み等するタイプのものは、
そのしやすさまで確認する。
※設置及び撤去の方法は、取説に記
載されている手順による。
※利用する際に、組み立て以外で必
要な作業が想定される場合は、その
作業を特記事項に記載し、評価対象
とする。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：作業はできるが、簡単
ではない。
Ｃ：作業できない。

簡単とは、｢使用
する際の設置や片
付ける際の撤去が
手間取らず容易に
できること｣を示
す。

2 移 動 （ 持 ち
運 び ） が 簡
単 に で き る
か

介護者が行うことを想定し、持ち運
びが簡単にできるか確認する。

※移動とは、方向転換・前後左右へ
の移動をさす。
※テーブル面には何も載っていない
状態で評価する。
※キャスタが付いているものについ
ては、その操作性を確認する。
※居室内の移動(持ち運び)を想定し、
床面は畳またはフローリングとす
る。また移動距離は３～４メートル
とする。段差はないものとする。
なお評価時の床面を特記事項に記述
しておくこと。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：移動はできるが、簡単
ではない。
Ｃ：移動できない。

簡単とは、｢把手
等 が あ る な ど 移
動、持ち運びが容
易にできること｣
を示す。

3 利 用 者 本 人
に よ る 移 動
が 簡 単 に で
きるか

利用者本人が、ベッド上で背上げし
た姿勢で、テーブルを前後又は左右
に移動することが簡単にできるかを
評価する。

※門型タイプとトレイタイプでは前
後の動き、片脚タイプでは前後及び
左右の動きを確認する。
※テーブル面には何も載っていない
状態で評価する。
※キャスタのブレーキがあるものに
ついては、ロックはされていないも
のとする。
※床面は畳またはフローリングとす
る。
※ベッド上での姿勢変換や離床に伴
う数十センチの移動を想定する。
※取扱説明書等で、本人による移動
を禁止しているものについては、評
価対象外とする。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：移動はできるが、簡単
ではない。
Ｃ：移動できない。

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（２）高さ調整

1 操 作 が 簡 単
にできるか

介護者が行うことを想定し、テーブ
ル面の高さ調整操作が簡単にできる
か、実際に操作して確認する。

※高さ調整方法は、取説に記載され
ている手順による。
※高さ調整は、ひとりで行うものと
する。（取説にひとりで行わない旨
の注意書きがあるものについては、
取説に従うこと）
※高さ調整機能がないものは、評価
対象外とする。
※高さ調節をする際に利用する取っ
手等のあるものについては、その握
りやすさも確認する。

Ａ：簡単にできる。
Ｂ：操作はできるが、簡単
ではない。
Ｃ：操作できない。

簡単とは、｢高さ
調節が手間取らず
容易にできるこ
と｣を示す。

2 使 用 中 に 高
さ が 変 わ っ
て し ま う こ
と が な い か
（ 高 さ 調 整
機 能 の 固 定
性 を 評 価 す
る項目）

想定される荷重（５kg程度）をテー
ブル面に置いた際に、荷重で下がっ
てしまう、または触れる程度の小さ
な力を加えるだけで、ガススプリン
グ等の力で容易に上昇してしまうよ
うなことがないか、高さ昇降の固定
力を評価する。

※荷重位置は、門型、トレイタイプ
はテーブルの中央、片脚タイプは支
持部から最も遠い端とする。

Ａ：固定性が十分に保たれ
ている。
Ｂ：固定性は保たれている
が、扱い方によると動いて
しまうことがありうる。
Ｃ：固定性が不十分であ
る。

５㎏は吸引器の重
さを想定した。

（３）使用時の設置状況

1 使 用 時 に 安
定 し て い る
か

前後・左右・上下のガタつき、たわ
み、歪みなどを評価する。

※想定される荷重（食事や吸引器な
ど５kg程度）をかけたうえで評価す
ること。
※食事の想定では、前腕部がテーブ
ルに載せられている姿勢を想定す
る。
※荷重のかけ方によってガタつき等
は変わると想定されるので、使用状
況によって評価が変わる場合は、特
記事項として記入する。

Ａ：十分な安定性がある。
Ｂ：多少のガタつきはある
が安定性は許容できる。
Ｃ：ガタつきがあり、実用
上問題がある。

十 分 な 安 定 性 と
は、コップの水が
こぼれない程度を
目安とする。利用
者に不快感をもた
らす極めてつよい
ガタがある場合、
C評価

2 用 具 に 横 ズ
レ が 生 じ な
い か 使 い や
す さ を 確 認
する

使用場面において用具全体が、水平
方向（前後や左右）に動いてしまう
（ズレる）ことがないか。キャス
ター等の固定性やトレイタイプにお
いては柵との摩擦等を評価する。

※想定される荷重（食事や吸引器な
ど５kg程度）をかけたうえで評価す
ること。
※食事動作を想定して評価する。

Ａ：動いてしまうことはな
い。
Ｂ：動いてしまうことがあ
るが使用場面では許容でき
る。
Ｃ：大きく動いてしまい実
用上問題がある。

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（４）テーブルとしての機能

1 テ ー ブ ル と
し て の サ イ
ズ （ 奥 行 き
と 幅 ） は 適
切か

テーブルとしての面積は適切か。想
定される用途（食事の際のトレー、
雑誌等）で、適切なサイズを確保し
ているかを確認する。

※トレーの大きさはA3判程度とす
る。

Ａ：適切な大きさであり問
題はない。
Ｂ：多少大き目、やや小さ
めと感じるが、許容でき
る。
Ｃ：サイズが不適切で、実
用上の問題がある。

2 テ ー ブ ル と
し て 、 表 面
の 滑 り に く
さ （ 置 い た
も の の 落 下
防 止 ） は 適
切か

テーブルとしての滑りにくさや置い
たものの落下しにくさは適切か。想
定される用途（食事の際のトレー、
雑誌等）で、適切な機能を確保して
いるかを確認する。

※食事の際に食器が容易に動いてし
まうなど、実際の使用場面を想定し
て評価する。
※端部の形状で落下を防止する仕様
のものについては、滑りにくさとと
もにその形状が適切であるかを確認
する。

Ａ：滑り具合や落下防止の
形状が適切であり問題はな
い。
Ｂ：やや滑りやすい、置い
たものが落下しやすいと感
じるが、許容できる。
Ｃ：滑りやすさや形状が不
適切で、実用上の問題があ
る。

評価項目
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２．安全性

確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）全般

1 設 置 及 び 撤
去 時 に 介 護
者 の 身 体 を
傷 つ け な い
デ ザ イ ン に
な っ て い る
か

介護者が行うことを想定し、実際に
設置したり、撤去したりして、介護
者の身体を傷つける危険性がないか
確認する。
テーブル幅が伸び縮み等するタイプ
のものは、その操作を実際に行い危
険性がないか確認する。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低
い。
Ｃ：傷つける危険性が高
い。

軽傷事故がかなり
起きる場合、Ｃ評
価

※軽傷事故（病院
受診が必要な程度
の事故）

2 移 動 （ 持 ち
運 び ） の 時
に 、 介 護 者
の 身 体 を 傷
つ け な い デ
ザ イ ン に
な っ て い る
か

介護者が行うことを想定し、実際に
移動（持ち運び）を行って、介護者
の身体を傷つける危険性がないか確
認する。

※キャスタが付いているものについ
ては、その操作の際の危険性を確認
する。
※居室内の移動(持ち運び)を想定し、
床面は畳またはフローリングとす
る。また移動距離は３～４メートル
とする。段差はないものとする。
なお評価時の床面を特記事項に記述
しておくこと。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低
い。
Ｃ：傷つける危険性が高
い。

軽傷事故がかなり
起きる場合、Ｃ評
価

3 高 さ 調 整 時
に 介 護 者 の
身 体 を 傷 つ
け な い デ ザ
イ ン に な っ
ているか

原則として介護者が行うことを想定
し、実際に高さ調整操作を行い、傷
つける危険性がないか確認する。

※原則として取説に沿った方法で、
調整を行うこととするが、誤った操
作方法が想定される場合は、その方
法によって生じる危険を評価する。
※高さ調整等機能がないものは、評
価対象外とする。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低
い。
Ｃ：傷つける危険性が高
い。

軽傷事故がかなり
起きる場合、Ｃ評
価

4 利 用 者 本 人
に よ る 移 動
や 高 さ 調 整
の 際 に 、 本
人 の 身 体 を
傷 つ け な い
デ ザ イ ン に
な っ て い る
か

利用者本人が、ベッド上で背上げし
た姿勢で、テーブルを前後又は左右
に移動することが安全にできるか確
認する。

※門型タイプとトレイタイプでは前
後の動き、片脚タイプでは前後及び
左右の動きを確認する。
※ベッド上での姿勢変換や離床に伴
う数十センチの移動を想定する。
※ベッド上に臥床した状態の利用者
がレバー等に手を伸ばして高さ調整
の操作ができるものについては、そ
の操作時の安全性についても評価す
る。
※テーブル面には何も載っていない
状態で評価する。
※キャスタのブレーキがあるものに
ついては、ロックはされていないも
のとする。
※取扱説明書等で、本人による移動
や高さ調整を禁止しているものにつ
いては、評価対象外とする。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低
い。
Ｃ：傷つける危険性が高
い。

軽傷事故がかなり
起きる場合、Ｃ評
価

評価項目

59



確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

5 利 用 者 の 身
体 に 触 れ る
部 分 は 、 利
用 者 の 身 体
を 傷 つ け な
い デ ザ イ ン
に な っ て い
るか

利用者が食事等テーブルを利用して
いる場面および介護者がベッド上で
テーブルの設置や撤去、移動、高さ
調整をする場面において、テーブル
の一部が利用者の身体に触れ、傷つ
ける危険性がないか確認する。

Ａ：傷つけることはない。
Ｂ：傷つける危険性は低
い。
Ｃ：傷つける危険性が高
い。

軽傷事故がかなり
起きる場合、Ｃ評
価

評価項目
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確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（２）挟み込み

1 ベ ッ ド の 高
さ 調 整 を 行
う 際 に ベ ッ
ド や マ ッ ト
レ ス と テ ー
ブ ル と の 間
で 身 体 の 挟
み 込 み に よ
る 怪 我 の 危
険 性 は な い
か

ベッドの高さを調整する際、誤って
身体またはその一部を挟み、怪我を
する可能性がないか確認する。

※ベッド上昇下降の際にテーブル下
面とベッドのフレーム等またはマッ
トレスの間に身体またはその一部を
挟むことがないか。
※想定される荷重（５㎏程度）をか
けたうえで評価すること。
※片脚タイプでは、安全機構が備わ
るものであっても、ベッド上昇で身
体と干渉し倒れかかるなどの状況に
おいて、安全機構が機能せず大きな
力がかかる可能性があるので、評価
者の安全を確保した上で実際に行う
などして十分確認する。

Ａ：挟むことはあるが、安
全機構等で自重以上の荷重
がかからない構造になって
いる。
Ｂ：挟むことはあるが、身
体を傷つける危険性は低
い。
Ｃ：挟むことが頻繁に発生
し、かつ傷つける危険性が
高い。

軽傷事故がかなり
起きる場合、Ｃ評
価

2 ベ ッ ド の 背
上 げ や 膝 上
げ 調 整 を 行
う 際 に 身 体
の 挟 み 込 み
に よ る 怪 我
の 危 険 性 は
ないか

ベッドの背上げを調整する際、誤っ
て身体またはその一部を挟み、怪我
をする可能性がないかを評価する。

※ベッド背上げの際にテーブル下面
などとマットレスの間に身体または
その一部を挟むことがないか。
※片脚タイプでは、安全機構が備わ
るものであっても、背上げで身体と
干渉し倒れかかるなどの状況におい
て、安全機構が機能せず大きな力が
かかる可能性があるので、評価者の
安全を確保した上で実際に行うなど
して十分確認する。

Ａ：挟むことはあるが、安
全機構等で自重以上の荷重
がかからない構造になって
いる。
Ｂ：挟むことはあるが、身
体を傷つける危険性は低
い。
Ｃ：挟むことが頻繁に発生
し、かつ傷つける危険性が
高い。

軽傷事故がかなり
起きる場合、Ｃ評
価

評価項目
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３．取説・表示
確認方法 留意点

（１）取扱説明書

1 取 扱 説 明 書
は 容 易 に 理
解できるか

①介護者・利用者に必要な項目を網
羅しているか（特に安全に関する情
報及び適合するベッドの情報）
②その項目が引きやすいか
③図や写真が使用され分かりやすい
か
④視認性が高く、文字サイズは適当
か
⑤表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「取扱説明書」の内容・表
現について、改善の必要性
がある場合は、「指摘事
項」を記述すること。
また、利用者や介護者に危
害が及ぶような重大な情報
で、かつ、その内容に誤り
のあるもの、あるいは理解
することが極めて困難な場
合には、「重大な指摘事
項」として記載すること。

（２）表示

1 表 示 は 容 易
に 理 解 で き
るか

①わかりやすい場所にあるか
②介護者・利用者に必要な事項が記
載されているか
③視認性が高く、文字サイズは適当
か
④表現が分かりやすいか
 等を確認する。

「製品に対する表示」の内
容・表現について、改善の
必要性がある場合は、「指
摘事項」を記述すること。
また、利用者や介護者に危
害が及ぶような重大な情報
で、かつ、その内容に誤り
のあるもの、あるいは理解
することが極めて困難な場
合には、「重大な指摘事
項」として記載すること。

４．保守・保清性
確認方法 判定の目安 解釈基準等 判定 特記事項

（１）保守

1 保 守 が 容 易
にできるか

取扱説明書に記載された保守項目
を、利用者や介護者が保守を容易に
行うことができるか、問題となる箇
所がないか等を、実際に操作を行っ
て確認する。

※取扱説明書に保守に関する記載が
ない場合、必要な保守内容を想定し
て確認する。また取扱説明書に記載
がないことを、取扱説明書の項目で
指摘する。

Ａ：容易に行うことができ
る。
Ｂ：保守を行うことはでき
るが容易ではない。
Ｃ：保守を行うことができ
ない。

保守とは、継続的
に安全な状態で安
心して使用できる
状態にするための
作業を示す。

（２）保清性

1 保 清 が 容 易
にできるか

取扱説明書に記載された保清項目
を、利用者や介護者が保清の際に容
易に行うことができるか、問題とな
る箇所がないか等を、実際に操作を
行って確認する。

※取扱説明書に保清に関する記載が
ない場合、必要な保清内容を想定し
て確認する。また取扱説明書に記載
がないことを、取扱説明書の項目で
指摘する。

Ａ：容易に行うことができ
る。
Ｂ：保清を行うことはでき
るが容易ではない。
Ｃ：保清を行うことができ
ない。

評価項目

評価項目 特記事項
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